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特集

｢特別支援学校（病弱）の現状と課題」

西牧謙吾（国立特別支援教育総合研究所）

このような変革期には病弱教育の基本に戻って、

自分の立ち位置を再確認することも必要である。

毎年病弱教育の中核を担う全国特別支援学校病

弱教育学校長会（以下､全病長）の専門委員会は、

教育課程、法制・制度、施設・設備、人事・厚生、

進路・福祉という研究主題に基づいて、調査内容

を決定し、全国各校に調査を依頼し、その結果と

考察を研究集録にまとめている。この内容は、校

長が学校運営を行う上で全国の状況を把握出来

る、 とても良い資料である。この特集を組むに当

たり、平成19年度の調査内容を中心に、全病長専

門委員会委員長の先生方に､｢特別支援学校(病弱）

の現状と課題」と題して執筆をお願いした。

同様に、病弱教育の専門性向上のために、全国

病弱虚弱教育研究連盟(以下全病連）に慢性疾患、

筋ジス、心身症等、脳性マヒの4つの教育研究委

員会が設けられている。そこでの最近の活動内容

を知ることは、病弱教育の現状を知る手がかりに

なると考えて､教育研究委員会会長の先生方にも、

それぞれの立場から、活動内容について執筆をお

願いした。

最後に、年度末のお忙しい中、このような素晴

らしい玉稿をお寄せ頂いた校長先生方に、この場

をお借りして、厚く御礼申し上げる次第である。

平成19年度は特別支援教育元年と呼ばれ、名実

ともに幼稚園、小中学校、高等学校も含め特別支

援教育に移行した年である。この節目の年に、 日

本育療学会として、特別支援学校（病弱）の現状

を改めて振り返り、これからの方向性を探ろうと

考えた。

最近の特別支援学校(病弱）の取り巻く環境は、

大きく変わってきた。日本の病弱教育の屋台骨を

支えてきた特別支援学校（病弱）は、元々県で一

校しかない県も多く、在籍者数が減少する中で、

県立学校の統廃合の煽りを受けて、特別支援学校

がなくなったり、知病、肢病併置校になったりし

ている。

特別支援教育が全国的に展開される中で、特別

支援学校（病弱）に入る就学基準は、 「継続して

医療や生活規制が必要｣という、ある種の｢暖昧さ」

を内在させた判断基準のために都道府県でその運

用の仕方に差が見られる。また、時代の変化によ

り病弱教育を受ける子どもの疾病構造が変化し、

最近では発達障害の2次障害や心の問題を抱えて

いる児童生徒に占める割合が増加傾向にある。他

の病種と違い、病気が治れば前籍校に復帰し、障

害(Disorder)は永続的に存在しない場合も多い

(病気が治ると言うこと)。病院にある学校（※）

にいる児童生徒の中には、通常の教育課程を適用

できる子どもが多いのも事実であるが、一口に病

弱教育といっても､適用する教育課程の幅は広く、

知的や肢体不自由など、他の障害種とは「違う」

という指摘がなされる。

しかし､いたずらに違いを強調するのではなく、

※病院にある学校とは、病院に隣接あるいは病院

内にある特別支援学校、病院内にある特別支援学

校の分校・分教室、病院内にある小・中学校の特

別支学級、病院内への訪問による教育の総称であ

る。

－1－



｢できる、わかった、楽しい」授業の試み

大熊隆明（長野県若槻養護学校長、教育課程専門委員会）

I はじめに

若槻養護学校は、長野市北部に位置する独立行

政法人国立病院機構東長野病院に隣接している。

本校は、特に重心病棟で我国初の教育が行われた

学校でもある。現在は、小学部･中学部･高等部・

のぞみ部（重症心身） ・訪問教育部の5つの部か

らなり､高等部は新設されて4年目になる。また、

県の「だれでも訪問教育」を受けて過年齢を中心

にした訪問教育も始まり、今年度は3年目となり

第1期生を送り出すことになっている。

現在在籍する児童生徒の状況は、慢性疾患や心

身症等に加えて、精神疾患、発達障害、 さらに知

的障害等を併せ有し､障害の多様化が進んでいる。

また、人工呼吸器や車イスを使用するなど障害の

重度化もみられる。家庭からの通学が認められ、

心身症等（不登校含む）や精神疾患の児童生徒の

通学生も増えてきている。

(1) 日課をわかりやすぐ （スケジュール）

児童の実態に応じ、一日を過ごしやすくするた

めに、 2， 3時限目の授業の教科を固定（帯状に

設定） し、児童が（発達障害のある子も含めて)、

毎時間見通しを持って授業に取り組める（生活で

きる）ようにと考えた。

午前中は主に基礎基本の学習で「からだの学

習」（自立活動)→朝の読書→朝会→｢算数の授業」

→「国語の授業」としている。午後は社会や理科

或いは音楽、図工、体育、家庭、特活など身体を

使った学習として、 1日を大きく2つに分けて実

施している。

(2)授業の構造化（ワークシステム）

①算数の授業

児童の基礎学力の向上を目標に、授業のはじ

めに「100問プリント」を行い、その後ドリ

ル教材を中心に進め、 1時間の授業の流れを

わかりやすくしている。

◇45分間の学習活動

ア「100問プリント」 （集中力＆準備体操）

イ「ドリル的学習教材」 （今の自分に合った基

礎基本の学習）

ウ「個別の学習」 （教科書教材やドリル教材に

ない図形等の学習）

と3つの流れにし、授業の終わりには学習し

た内容の見返しとプリント等を整理する時間

を取った。初めはなかなかできなかったが、

毎時間繰り返すことにより、 自ら学習の準備

をし、45分間の学習を意欲的、主体的に取り

組めるようになってきている。

＊「個別の学習」では、前籍校の進度に合わせ

た学習、代数系でない図形や面積等の学習及

び関連した操作活動を取り入れた学習､また、

未習内容のある場合は下学年対応の学習や総

復習的な問題に取り組む学習などを行なって

いる。

②国語の授業

Ⅱ本校の具体的な取り組み

1 小学部の実践

小学部の児童は、学習意欲はあるが、疾病や発

達障害等により転入してくることが多い。そこで

個々のセルフエスティームを高め、エネルギーを

蓄え自ら学ぶ力を培って、前籍校に戻れるように

と願い、 日々授業実践を積み重ねている。

その1つに総合的な学習や自立活動の時間を利

用して、 「みんなで作って、みんなで食べて、み

んなで片づけ」を合い言葉に「大原の四季を食す」

をテーマに掲げ、全員で四季折々のメニューを決

め、共に調理をし、最後まで一緒に活動すること

を目標に取り組んできた。児童一人一人がめあて

や見通しを持って活動できるようになってきてい

る。

さらに、児童が意欲的に授業に取り組むことや

基礎基本の学力の定着を図ることをねらいにし

て、 「できた、わかった、楽しい」授業づくりを

めざして工夫をしてきている。
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個々の生徒の学習をさらに充実するために、積

極的にTTを取り入れて支援にあたっている。

特に基礎・基本の学習では、 2名以上の職員

で、 きめ細かな個別の指導ができるように努めて

いる。

国語（3時限目）の授業においても「ドリ

ル的学習教材」を取り入れ、児童にとって構

造化された展開のある授業になる様にしてい

る。

1時間の流れは、ア漢字プリント イ

ドリル的学習教材ウ個別の学習（教科書

又は音読)と学習内容をはっきりさせている。

日々の授業で培った力は､七夕集会では｢七

夕物語」の朗読、若養祭での「ワカヨウ西

遊記」劇等の発表で、 自信に満ちた生き生き

とした姿がみられ、参観者より高い評価を受

け、その成果が少しずつ現れている。

Ⅲ授業実践から

1 授業の充実と基礎学力の定着をめざす

・やることがはっきりしている。 （めあてがも

てる）

・学習の見通しがもてる。 （やることがわかる）

・自分ですぐに評価できる。 （成果がわかる）

・前時の学習と本時の学習が比べられる。 （理

解の深まり）2中学部の実践

中学部の生徒は、慢性疾患や心身の不調のため

不登校、病弱でしかも知的遅れを併せ有するなど

様々である。特に長年不登校のために未習内容が

多く、該当学年の学習ができない。エネルギーが

なく、学習に前向きに取り組めない。病気治療の

ため十分学習を受けられなかったなどの生徒が在

籍し、指導に苦慮している。このような生徒に準

じたカリキュラムを組みながら生徒の実態に応じ

た学習形態や指導のあり方を工夫している。

(1)学習形態の工夫

①学年に応じた教科学習を中心にし、中学部卒

業後の進路を考えたグループを編成して学習

する。

②学力に応じて基礎・基本の内容や下学年対応

の学習をするグループ編成で、 自分のペース

に合わせて学習をする。

③道徳、選択教科、 自立活動は学級を中心に学

習する。

④音楽、美術、保健体育、技術・家庭科、特別

活動、総合的な学習の時間等は部全体で学習

をする。

実態に応じて学習形態を整えることは、生徒

同士が安心して学習に取り組むことが可能とな

り、 また個々に合わせた学習内容を学ぶことが

できるので、わかる喜びを体得することができ

る。

(2) チームテイーチング(TT)を生かした指導

2 自立的に生きることの基礎を学ぶ

構造化された授業をすることによって、児童生

徒が教師の「声がけ」や「指示」で動くのでなく、

自らめあてを持って臨み、活動していくことがで

きるようになる。そのために教師は学習環境を整

え、成功体験や成就感を積み重ねていくことがで

きるように準備していくことが大切である。こう

したことの繰り返しは、児童生徒がより自立的に

生きるための基礎の力になると考える。

Ⅳおわりに

長期入院による生活のマンネリ化や障害の多様

化等により児童生徒の学習意欲は乏しい。また未

習内容も多く、その指導・支援が難しくなってき

ている。

1日の生活の流れをわかりやすくするために、

日課表を帯状に設定した生活づくりをすることに

よって少しずつではあるが、その成果は現れてい

る。児童生徒にとって｢シンプルイズベスト」

と「継続は力なり」が有効であることを実感する。

個別の指導計画作成や指導実践は、教師の力量

や教師間のチームワークが大切であり、 日課や学

習形態を工夫するだけでなく、その基は教師と児

童生徒との信頼関係にあると考える。今後もさら

に児童生徒一人一人のニーズに応じた授業の実践

を積んでいきたい。
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週予定表 小学部
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月 火 水 木 金

予定

床l担当

幟
錨

教f許職

順
加

８
９
45

30

|白ヴ(かF,fg) |自立(からだ） |自立(からだ） |白祓(から言1 li首徳

9 30 読書・読み聞力せ 読書・読み聞力せ 読書・読み聞力せ 読書・読み淵力せ 読書・読み謝力せ
9 45 車月会 吉日一一 車月会 車月会 車月会
10:00

2

10:45

|算数
100ﾌﾟﾘ→プリ教材→個別

|算数
100ﾌﾟﾘ→プリ教材→個別

|算数
100ﾌﾟﾘ→プリ教材→個別

|算数
100ﾌﾟﾘ→プリ教材→個別

|算数
100ﾌﾟﾘ→プリ教材→個別

l1:05

S

ll:50

l剰語

漢ﾌﾟﾘ→教材→音読･個別

国語

漢ﾌﾟﾘ→劉沖-音読･個別

国語

漢ﾌﾘｰ識ｲｰ音読･慨l1

国語
漢ﾌﾟﾘ→教材→音読･個別

国語

漢ﾌﾟﾘ→教材→音読･慨l1

給食
12:50

4

l:35

l:40

ら

2:25

2:30

e

3:00

3:00

3:15

3:30

|特活
2年
5

6

|理科
2

5

6

|社会
2 2:00下校
5

6

総
稚 ･廊下･身障トイレ
帰りの会

下校

理科

|社会

|家庭

柵
鱸･廊下･身憶トイレ
帰りの会

下校

下校

12：00

社会

|図工

|図工

掃康

教室･廊下･身1境トイレ

帰りの会

下校

理科

|生活・総合

|音楽/体育

掃除
パーパスホール

帰りの会
一週間のま

下校

とめ

4:00 丙 難鯵紅 病棟鍛錬 病棟鍛錬 病棟鍛錬 鍛錬なし
備考



発達障害児の受け入れについて

松井通記（愛知県立大府養護学校長、法制制度専門委員会）

こうした在籍者の変化に伴って、特別支援学校長

会法制制度委員会病弱部会においては、発達障害

児に関する設問を取り入れ調査研究を進めてき

た。ここでは、平成15年度から平成19年度の5年

間の発達障害児の受け入れについて紹介する。

I はじめに

近年、特別支援学校（病弱）に在籍する児童生

徒の実態が大きく変化してきていることが大きな

話題となっている。小児一般慢性疾患児の在籍が

激減する一方で、発達障害児の在籍数が増加して

いることが全国的に見られる傾向である。

Ⅱ発達障害児の在籍状況

（各年度5月1日現在）

発達障害児の通学状況（各年度5月1日現在）

(平成19年度地区別通学状況）

－5－

年度 北海道・東北 関東・甲信越 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州 合 計

在
籍
し
て
い
る

学
校
数

15

16

17

18

19

13

11

11

13

11

15

9

9

17

11

6

6

9

11

8

8

7

7

9

9

5

4

7

9

9

10

9

11

10

9

57（53.3％）

46（40.4％）

54（60.7％）

69（76.7％）

57 （72.2％）

在
籍
し
て
い
な
い

学
校
数

15

16

17

18

19

5

9

6

4

4

14

23

10

4

6

8

10

5

4

3

12

12

5

3

2

6

7

4

1

1

5

7

5

5

6

50（46.7％）

68 （59.6％）

35 （39.3％）

21 （23.3％）

22 （27.8％）

年度 LD ADHD 高機能自閉症 アスペルガー症候群 合 計

病院から

15

16

17

18

3

4

3

4

39

18

22

18

12

6

16

18

24

7

22

26

78

35

63

66

自宅等から

寄宿舎

施設

15

16

17

18

17

18

11

18

12

14

2

0

40

42

43

55

11

11

20

15

35

66

5

3

38

32

67

88

8

20

109

107

157

223

26

34

北海道・東北 関東・甲信越 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州 合 計

病院から 8 22 34 18 5 6 93

自宅等から 50 20 30 5 43 64 212

寄宿舎・施設 4 4 4 6 2 12 32



Ⅲ発達障害児の学習すべき場所

1 各特別支援学校（病弱）の考え方

右表は、発達障害児の学習場所はどこが望まし

いかとの問いの結果を％で示したものである。さ

らに平成16年度には、基本的に小中学校(79.8%)

と回答した内訳として、地域の小中学校の通常の

学級で学習すべき （46.5％)、地域の小中学校の

特殊学級で学習すべき （33.3％） との調査結果も

出ている。

V発達障害児への受け入れ条件

平成18． 19年度に、どのような点が改善されれ

ばもっと積極的に発達障害児を受け入れていける

かどうかを調査した主な結果を以下に示した｡(18

年度、 19年度）

・発達障害に専門性のある教員を増員してほし

w, (24.0%、 23.7%)

・地域の幼小中高を支援することができる人員

を増員してほしい(21.2%、 14.5%)

・臨床心理士など専門資格を持った人員を配置

してほしい（20.6％、 17.1%)

・発達障害児の受け入れについて助言してもら

える医療機関を位置付けてほしい(15.6%、

13.2%)

・今の学校施設を増改築し、教室を増やしてほ

しい（72％、 15.1%)

2都道府県の考え方

平成16年度に、発達障害児の学習場所として都

道府県がどのように考えているのかを調査したと

ころ、都道府県としては決めていない（52.8％)、

通常の小中学校で指導すべき （35.8％)、養護学

校で指導すべき （8.5％)、その他（2.8％） と結果

が出ている。

Ⅳ発達障害児を病弱教育の対象にすること

への考え方

発達障害児を病弱教育の対象にしていくことに

ついての考え方を平成18． 19年度と調査した。そ

の結果を以下に示した。 （18年度、 19年度）

・心理的疾患（心身症、神経症など） として医

師の診断書を受けたものであれば対象とすべ

き。そうでなければ対象にはしない(71.1%、

60.5％）

．特別支援学校の支援を受けながら地域の学校

に通学していくべき （60.0％、47.7％）

・センター的役割の範囲で支援はしていく

が、就学対象になるのはおかしい（28.9％、

22.1％）

．受け入れていくべきかとは思うが現状の体制

では難しい(18.9%、 16.3%)

・病弱教育の対象として積極的に受け入れてい

くべき (10.0%、 ll.6%)

・対象ではない（7.8％、 ll.6%)

なお、平成15年から17年までの調査結果を次の

表に示す。

Ⅵおわりに

発達障害児は、地域の学校に通学すべきであり

病弱教育の対象ではないとする学校の割合が高い

が、発達障害児が在籍する学校の割合が7割を超

えている現状であり、今後も医師の診断を受けた

発達障害のある児童生徒が自宅から通学する傾向

が強くなってくると予想される。

平成19年度の調査において、発達障害の児童堆

徒が在籍している学校のうち、対応で困っている

事柄は、人員が不足している（27.2%)、専門的な

知識理解が不足している（232%)、施設整備が不

足している（14.4％）であった。中でも、旧来の

病弱教育対象の児童生徒への影響が大きいとした

学校が13.6%あったことは注目すべきことである。

こうした困難を改善するには、やはり専門性を兼

ね備えた教員の増員であり、スクールカウンセ

ラーの配置も多くの学校で望まれているところで

ある。

－6－

年度 基本的に小中学校 基本的に養護学校 その他

15 65.3 14．3 20.4

16 79.8 16．7 3.5

17 88.6 2.9 8.6



｢全国特別支援学校(病弱)における施設設備に関する課題について」

川戸明子（大阪府立羽曳野養護学校長、施設・設備専門委員会）

I はじめに

平成16年度から19年度までの4年間、全国特別

支援学校（病弱）の施設設備委員会に所属し、平

成19年度は委員長として、調査結果をまとめるこ

とになった。その結果を踏まえ、施設設備の面か

らの課題を述べたい。

特別支援教育が本格的に進み出し、多様な障害

種を受け入れる特別支援学校（病弱） もあれば、

他の障害種別と統合し、病弱部門となるところ、

また、病院の統廃合により、閉校となり、他の障

害種の学校に改編される学校など、他の障害種別

に比べ、一番大きな変化を受けているのではない

かと思われる。

かつた。 （耐震診断実施平成18年度55校→平

成19年度 63校･AED設置平成18年度31校

→平成19年度61校）

平成18年度は特別支援学校への移行について調

査し、平成19年度は特別支援学校への方向性や名

称、他障害との併置等について調査した。

年を追うごとに、特別支援学校としての体制づ

くりが進められていることが分かり、他障害種の

受け入れや統廃合などここ数年で、病弱教育を行

う特別支援学校の体制が各都道府県で様々である

ことが伺える。

その中で今後は特別支援教育のセンター的機能

を発揮して､地域の学校で病気と付き合いながら、

学校生活を送っている子どもたちへの支援の充実

をしていく必要がある。

また、平成19年度調査の結果、

①特別支援教育推進上の施設設備の課題としてあ

げられた中で最も多かったものは、障害の重度

多様化への対応であったが、これは、平成17年

度から項目にある基本調査の中で、児童生徒総

数（アンケート回答校のみの総数）は平成17，

18， 19年度3707人、 3599人、 3625人とほぼ横ば

いである。

自分で歩行可は2300人前後でほぼ同数、車椅

子や一部介助が、 1173人（平成17年度）から

518人（平成18年度)、 397人（平成19年度） と

減少し、反面、全介助が、 251人（平成17年度）

から777人（平成18年度)、 908人（平成19年度）

と増加していることでも、はっきり表れている。

②IT化を推進するための課題としては、セキュ

リティ及び個人情報の保護・管理が最も多く挙

げられ、約51.8%になる。

IT化が進んでいる学校と、設置について病院

との関係もあり、苦慮している分教室等とに今後

ますます情報環境の差が生じることを懸念してい

る。

Ⅱ4年間の調査を振り返って

今年度86校（分校・分教室は本校に含める）で

調査を行ったが、既に知的障害の特別支援学校の

病弱部門となった学校からのデータは含まれない

ので、今後、調査対象をどうするかが大きな課題

となっている。

ところで、平成16年度からの調査を振り返って

みると、その時代の課題を取り上げて調査を行っ

ていたことが分かる。 （資料参照）

例えば、平成16年度は全国的に通学生への対応

に苦慮していた時で、入院生と通学生の出入口を

分けるかの検討や、感染症の対応に伴う施設設備

の改善等が行われている。これは平成17年度も続

き、学校全体の安全対策、防犯対策とともに施設

設備の充実があげられていた。

平成17年度は多様な障害種の受け入れのため、

バリアフリー化に向けた整備状況についての調査

を行っている。そして、 IT化、個人情報管理に

ついての調査も行っている。

平成18．19年度は「安全で安心な学校の施設設

備整備」についての調査で、耐震診断やAED設

置などについて調査しており、いずれも平成19年

度調査においては大幅に改善されていることが分

－7－



平成16年度から19年度までの4年間を通してみ

ると、施設設備の改善の中でも、緊急度の高いも

の(国やマスコミで大きく話題になったこと。例：

AED、耐震等）については、全国的にもその対

応が早くされていることが分かった。

しかし、高額な予算がかかるもの、万一に備え

ての施設設備等は、先送りになっているケースが

多かった。 （避難用スロープ平成18年度、平成

19年度で新たな改善は無し）

学校の授業時間帯は、全面借りているが、教材等

を置くことはできないので、毎時間、持ち帰りを

している）分教室まで、子どもの学習環境には大

きな差がある。

他の学校も同様の問題を抱えていると思われる

が､本校だけでの解決は困難であり、病院の理解、

協力が不可欠である。病院との連携なくしては、

病弱教育の充実が困難な特別支援学校（病弱）に

おいては、ぜひ、厚生労働省と文部科学省の連携、

協力による制度からの改善をお願いしたいと思っ

ている。そして、病院の統合や機能改革により、

病種が変化し、それにあわせた対応を学校は、限

られた範囲の施設の中で行っていく必要が出てき

Ⅲおわりに

大阪府立羽曳野養護学校においては、小さいな

がらも施設設備の整った本校と､教室として常時、

使えるスペースが無く、 カンファレンスルームを

時間で借りている（実際には病院の協力により、

ている。

－8－



(資料）施設設備専門委員会（病弱養護学校部会）平成16年度～平成19年度の研究主題と調査項目
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平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

研
究
主
題

病弱養護学校における特

別支援教育を進めるため

の施設設備の在り方につ

いて

特別支援教育を進めるた

めの施設設備の在り方

｢特別支援教育における施

設設備上の課題」

－特別支援学校への移行

にあたって－

特別支援教育における施

設設備上の課題

主
な
調
査
項
目

①センター的機能を果す

ために必要な施設設備

②通学生の受け入れに対

する施設設備

③安全対策（ソフト面）

◎安全危機管理マニユア

ル

･施錠

･来校者名簿等

･職員による校内巡視体

制

④防犯対策

･防犯訓練

⑤安全対策（ハード面）

･校舎内外の防犯設備の

設置状況

○専門性の継続を施設設

備の観点から調杳

○複数の障害のある児童

牛徒がいかに場を共有

し、共存していくのか、

施設を有効に活用して

いくのか、感染症など

に対する対策

○基本調査

1）設置形態

2）校舎の築年数

3）児童生徒の通常の移

動手段

1 ．特別支援学校への対

応について

①病弱以外の障害種の受

け入れ

②受け入れのため整備済

み、又は整備が必要な

施設設備

③受け入れにあたっての

感染症等への方策

2． 自宅からの通学生に

ついて

①受け入れに対する施設

設備（玄関昇降口）

②昼食

③緊急時の対応について

の病院との連携

3．バリアフリー化に向

けた整備状況

4． IT化と個人情報保護

管理

①台数

②インターネットの接続

台数

③校内LANの整備状況

④情報

○基本調査

1）設置形態

2）学校の建物

3）校舎の築年数

4）増改築計画

5）児童牛徒の現状

①安全で安心な学校の施

設設備について

1） 2）耐震診断につい

て

3) 4)AEDについて

5） 6）不審者侵入対策

について

7） 8）災害時について

スロープの有無等

②特別支援学校への移行

について

1）特別支援学校として

の方向性について

2）病弱との併置教育部

門について

3）学校の統廃合につい

て

4）教育部門に関する方

向性について

5）他の教育部門受け入

れについて

6）隣接病院等との連携

への影響について

7）センター的機能につ

いて

8）個人情報保護管理に

ついて

○基本調査

1）設置形態

2）学校の建物

3）増改築計画

4）児童牛徒の現状

①安全で安心な学校の施

設設備について

1） 2）耐震診断につい

て

3) 4)AEDについて

5） 6）不審者侵入対策

について

7） 8）災害時について

スロープ有無等

②特別支援学校として

1）特別支援学校として

の方向性について

2）教育部門に関する方

向性について

3）受け入れのため整備

した施設整備、今後必

要な施設設備

4）校名変更

③共通項目

特別支援教育推進上の施

設設備の課題

④共通項目

IT化を推進するための課

題



特別支援教育（病弱）における人事厚生上の課題

阿部眞守（岡山県立早島特別支援学校長、人事・厚生専門委員会）

I はじめに

全国特別支援学校長会（病弱教育部会）では、

これまで調査研究してきた免許の保有状況や専門

性の在り方等に関わるアンケートの設問内容を継

承しつつ、法改正や学習指導要領の改訂準備が進

められる中で、専門性の高い病弱教育を提供する

ための人事厚生上の課題を整理し対応を考えてい

る。調査内容及び考察は、以下のとおりである。

・年齢別学部別の保有状況

・認定講習受講状況

2職員の健康管理に関する状況

・休職病休受診の状況

・健康診断実施状況

3特別支援教育の推進状況

・校内組織について

．特別支援教育コーディネーター(以下コーディ

ネーターとする）の配置

・活動の状況研修ニーズ

4専門性を確保するための人事の在り方

・専門性向上のための研修実施状況費用

Ⅱ調査対象・回答校数

1．調査対象

全国病弱養護学校85校

2．回答校数（回収率）

85校（100％）

Ⅲ調査内容

1．免許の保有状況

5平成19年度・全特長調査研究の共通項目

Ⅳ調査結果と考察

1．免許の保有状況（表1， 2）

表1 年齢別教諭の免許保有状況(H19)

表2学部別免許保有状況(H19)
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年齢 視覚障害 聴覚障害 知肢病 自立活動 その他 小 計 未所有 所有率
24

～29

0

3

1

11

25

144

0

0

3

7
194 110 8％

～34

～39

15

15

23

15

220

250

9

4

5

11
567 202 24％

～44

～49

20

30

46

57

410

400

3

7

11

10
994 198 41％

～54

55～

23

18

45

20

331

175

15

5

12

2
646 207 27％

計 124 218 1955 43 61 2401 717

小学部 中学部 高等部 専攻科 計 所有率
視・聴・知肢病 25 22 28 0 75 2％

視・聴 1 1 0 0 2 1％

視・知肢病 35 18 20 2 75 2％

聴・知肢病 57 29 23 0 109 4％

視 1 7 6 0 14 1％

聴 11 15 5 0 31 1％

知肢病 698 665 510 27 1900 63％

白行 3 2 2 0 7 1％

その他 23 31 57 0 111 4％

木〃｢何 142 216 289 5 652 21％

計 996 1006 940 34 2976



おり県内での受講体制について一考を必要とす

る。県外での受講を行っている理由として、短

期間で取得したいからという者の割合が多く今

後の検討が必要である。

．特別支援学校としての使命を考え、複数の特殊

免許を取得しようとしている傾向が、今回の調

査でも伺うことができ、各校における意識の表

れを感じることができる。

2．認定講習受講状況（表3）

表3認定講習受講状況(H19)

3．職員の健康管理に関する状況について(H19)
単：在籍種についての免許状

複：在籍校種の領域を含む複数領域の免許状

他：在籍校種以外の領域の免許状

く受講場所が県内以外の場合の理由〉

・県内に講習がないから 5

．短期間に修得したいから 25

．その他 ’

(ex選考から外れた）

表4休職・病休・受診状況（ ）はH18年度数

表5法令外健康診断実施状況(H19)

《考察》

・教員総数3118名の内、何らかの特殊教育諸学校

の免許を保有する者が2401名で保有率は77%

(H18は75%)である。その内､養護学校免許(知

肢病）の保有率が最も高く63%(H18は62%)

である。その他の特殊教育諸学校の免許保有率

は極端に低く､未保有者は23%(H18は25%)で、

昨年度よりはわずかではあるが取得が進んでい

る。 （表1)

・学部別の保有状況は、学部が上がるほど下がっ

ており、高等部の保有率は昨年同様に低いもの

となっている。

・年度が進むにつれて免許の保有率が上がってき

ているが、特別支援学校の使命を考えると、免

許状の複数所有も課題となる。認定講習の受

講者数の伸びの傾向からも伺うことができる。

（表2， 3）

・認定講習の受講者は増加の傾向にあるが、一種

免許状の受講者は、二種免許状の受講者のほぼ

3分の1程度に留まっている。放送大学での受

講者は減少の傾向にある。 (H17は40名、H18は

31名、H19は29名) (表3)

・県外での受講者は、依然として40名弱を保って

《考察》

・昨年度との比較を見ると休職者、病休者共に減

少傾向がある。定期受診者や不定期受診者は、

かなりの増加の傾向にある。

・精神的な理由で受診を行っている者が増加の傾

向にあり、職場でのメンタルヘルスの必要性が

認められる。 （表4）

・健康診断の実施については、B型肝炎、頸肩腕・

腰痛検査を公費負担で行っている割合が多い。
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取得の目的
2種免許状

単 複 他

1種免許状

単 複 他

県内で受講 176 104 125 55 29 12

県外で受講 12 6 7 6 1 2

放送大学で

受講
15 7 4 2 1 0

健康上 精神上 計

休職者数 10(23） 18(15） 28(38）

病休者数 7(12） 8(15） 15(27）

定期的受診者数 153(130） 41 (24） 194(154）

不定期受診者 79(75） 12(11） 91(86）

その他 13 1 14

対象･費用負担

内容

全
員

希
望
者

未
実
施

公
費
学
校
自
己

B型肝炎 0 33 40 34 0 3

頸肩腕・腰痛検査 11 22 45 30 1 0

ツ反・BCG 0 2 76 1 1 1

HIV抗体検査 0 0 78 2 0 0

MRSA検査 0 0 78 1 0 0

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 4 32 45 2 1 0

法定伝染病等抗体

検査･予防接種

2 7 40 10 0 0

VDT検査 2 27 3 9 0 0

その他 0 0 0 0 0 0



・他の検査でも、公費負担で実施しているもの

もあるが、法定伝染病等抗体検査・予防接種や

VDT検査の割合がやや高くなっている。 （表5)

H19

2％

口加配措置

■専任

□他と併用

ロ置いてない
51％

表6－1 センター的機能を果たすための校内組織設
置状況

9％

H16 H17 H18 H19

表8特別支援教育コーディネーターの活動内容・訪

問回数
校務分掌として位

置づけた
24 48 54 60

従来からの分掌内

に｜づけた

活動内容 回数
13 19 2 13

ネットワークの構築に関して(a) 381

特に位置づけてい

ない
14 6 1 3 個別の教育支援計画の策定に関して(b) 193

保幼･小･中･高への教育･健康相談(c) 1448

表6－2センター的機能の担当を独立した校務分掌

として位置づけた(H19)

保･幼・小･中･高への研修支援(d) 382

児童生徒の指導･支援(e) 848

組織名 校数 その他

・生活支援に関すること

・就労相談に関すること

・支援会議への参加

．特別支援教育についての啓発活動等

126

支援部 20

地域支援部 12

教育支援部 10

相談支援部 2
回数

4％ 11％

教育相談・地域連携部 2

特別支援教育委員会 2

6％
ａ
０
ｂ
Ｃ
０
ｄ
ｅ
Ｐ
Ｔ

□
■
ロ
ロ
■
□

25リその他 12 0

表7特別支援教育コーディネーターの配置状況

11 ％
H16 H17 H18 H19

43％

定数加配措置がさ

れた
1 5 8 15

表9特別支援教育コーディネーター研修で必要性の

高いもの
加配はないが専任

させた
10 22 24 25

研修内容 校数
他の分掌と併任さ

せている
28 44 48 43

保･幼・小･中･高における支援体制の構築(a) 45

置いていない 関係機関とのネットワークの構築(b)14 5 4 2 67

個別の教育支援計画の策定(c) 32

０
５
０
５
０
５
０
５
０
５
０

５
４
４
３
３
２
２
１
１

LD･ADHD等の障害のある児童生徒の理解や指

導(d)千
60

ヨ
ー
「
「
－
－
１
－

保･幼・小･中高における障害のある児童生徒の

実践から学ぶ(e)

口加配措遺

■専任

口他と併用

口置いてない

21
－

■ ﾛ■■‐
’
一
｜

特別支援学校のコーディネーター同士の実践交

流（6

－

25

ヨ
弓’

小中学校のコーディネーターとの実践交流(9) 43
H16 H17 H18 H19

その他(h) 0

－12－

訓

q■

陰 H ■”



5．専門性を確保するための人事の在り方について
校数

表10新規採用試験枠の設定状況について
ａ
ｂ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ

ｐ
■
□
□
■
ロ
■
□

23％

表11外部専門家の配置状況(H19)

《考察》

・センター的機能を果たすための校内組織の見直

しに多くの学校が取り組んでいる。年度が進む

につれ、独立した組織として校務分掌に位置づ

けられ取り組みの充実が図られていることが伺

える。H18年度の68%からH19年度は、 78%に

達している。

・組織の名称は様々で、支援部、地域支援部、相

談支援部等の名称を付けているものが67％に達

している。 （表6－1， 6－2）

・コーディネーターの定数配置は少ないものの、

増加の傾向にある(H19は15%)。また､加配はな

いが校内組織を工夫して専任者を置いたり、他

の分掌と併任させている学校は80％あり、コー

ディネーターを特別支援教育の推進役として位

置づけている様子が伺える｡ (表7)

・コーディネーターが出向く回数はH18年度に比

べて2倍以上である。

(H18は1611回､H19は3222回）

・訪問の内容は､保・幼・小・中・高への教育相

談や健康相談､指導や支援の在り方等が多く

（68％）ついで各校園への研修支援やネット

ワークの構築に関することが多くなっている。

（表8）

・コーディネーター研修の必要性が高いものは、

表3の支援内容と関係があり、ネットワーク構

築に関係したり障害特性の理解や指導に関係し

たりしていることも理解できる。 （表9）

表12医療的ケアのための看護士の配置状況(H19)

<対象児童牛徒数10名以下〉学校数27

常勤1名1校

臨任1名1校

非常勤1名12校2名2校3名1校4名3校

7名1校

嘱託1名1校

配置なし18校

<対象児童生徒数11～20名〉学校数9

常勤17名1校2名2校

臨任1名1校

非常勤1名1校3名1校

配置なし4校

<対象児童生徒数21～30名〉学校数2

臨任6名1校

非常勤1名1校

配置なし1校

<対象児童生徒数31名以上〉学校数0

表13専門性向上のため職員が参加した研修(H19)

参加件数

70

59

55

51

30

46

25

34

15

研修内容

広汎性発達障害等(a)

心身症等(b)

各種検査法(c)

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ (d)

摂食障害(e)

病気理解(f)

個別教育支援計画（9）

医療的ケア(h)

その他(i)

－13－

特別支援学校枠有り

特別支援学校枠なし

H16

48

20

H17

49

20

H18

51

19

H19

56

17

言語療法士

理学療法士

作業療法士

臨床心理士

学校カウンセラー

看護士

常勤

3

臨任

2

非常勤

2

2

1

1

3

16

嘱託

5



医ケアを実施している。また、複数名配置して

いるケースも7校あり、対応が充実しつつある

ことが伺える。ただ、配置のない学校も18校あ

り、病院との連携の中で実施しているようだ。

今回のアンケートでは、全体として23校に配置

されていない状況である。 （表11， 12)

専門性向上のための研修では、広汎性発達障害

や心身症、各種検査法、カウンセリング、 病

気理解に関するものが比較的割合が高い。病弱

養護学校における、今後の専門性向上に向けて

の方向性が伺える。 （表13）

講師を招聰しての研修では、学校負担で取り組

んでいるケースも多々ある。専門性向上のため

の研修予算も増加していくものと考えられる。

(表14）

件数

ａ
‐
ｂ
Ｃ
‐
．
ｅ
Ｆ
Ｔ
貝
〕
０
，
．
１

口
■
□
□
■
口
■
ロ
■

12
15％

表14講師を招跨した場合の費用(H19)

6．全特長調査研究の共通項目（病弱）

．特別支援教育を推進していく上での人事厚生上

の課題としてあげられたものは、教員の専門性

の確保をあげた学校が76％、コーディネーター

の配置が14％となり、教員の専門性の確保が急

務の課題であることが伺える。

・専門性向上の取り組み上での課題として、研修

の充実をあげた学校が77％、ついで外部の専門

職の配置が12%となった。教員の研修意欲の向

上をあげた学校もわずかではあったが、取り上

げられていた。

《考察》

・特別支援学校の新規教員採用枠は少しずつ増加

の傾向にあるものの、大きな変化はないようだ。

、外部専門家の配置がほとんどみられないもの

の、非常勤の職員をl～2名配置している学校

がみられるようになっている。 （表10）

．医療的ケアを実施している学校が38校あり、そ

の内、対象児童生徒数が10名以下の学校27校で

は、その多くが1名の非常勤看護士を配置して

－14－

Dr等医療専門職

教授等学識者

学校関係者

指導主事等行政関係者

その他

予算あり

30

32

11

6

3

学校負担

21

27

6

5

1

料

18

4

44

42

3

未定

2

2

2

0

1



進路福祉に関連した課題

一中学部・高等部卒業生の現状と個別の教育支援計画活用上の課題について－

河邉秀美（福岡県立古賀養護学校長、進路福祉専門委員会）

Ⅳ進路別卒業生の割合について

中学部卒業生の進学率は、95.7％である。

校種別進学率は、養護学校51.9％（前年度

49.7%)、高校43.8％（前年度48.8%）で、課程別で

は全日制71.2％､定時制･通信制28.8％である｡(表1）

I はじめに

全国特別支援学校長会進路福祉専門委員会病

弱養護学校部では、アンケート調査による標記

テーマの継続研究を行っている。本稿では、平

成19年度に実施した調査結果の概要を紹介する。

(回答校は84校）

Ⅱ卒業生の推移について

全国的な生徒数の減少傾向と比較すると、病弱

養護学校は減少割合が少ない状況で推移している｡

表1 進学者内訳（中学部）

人
1“2 q内向 、Rn

1100

900

700

500

300

100

H=:=:=K-"=;一署
一 ▲一 △ 冬 495 …← 488 467

コ マ ＝

■■I

前籍中学校に戻り高校進学380 380ｰ 410 405

3“－ ． ． ロ 329 ． 341 ． 345 ．

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

－←中学部一垂-高等部言←全体｜ 年度 高校への進学率が減少し、養護学校への進学率

は徐々に増加している。

高等部卒業生の進学状況は、大学や短大等への

進学が減少し、就職が増加の傾向がある。 （グラ

フ4）

グラフ1． 10年間の生徒数の推移

Ⅲ病類別卒業生の割合について

卒業生の病類別割合の状況は、 「心身症等」「鰯

度．重複等」が増加している。 （グラフ2，3）

| | l l l l 1 1

264 18．51 34．3 1 26.↑ ’4，| 14.8 15.318 1571

| 13.8 16.816.2 1

1 17.1 1画間"51.4

黙
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王
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

グラフ2．病類別卒業生の割合（中学部）
｜ 画進学 ロ就職 口施設 ロ在宅 ロその他_」
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グラフ4．進路別・年度別卒業生割合（高等部）

V平成18年度中学部進路指導について

1 高校等への進学にあたり配盧していること

(1) 個別の教育支援計画の活用

活用しているが75校（前年度73校）である。

活用状況は表2のとおりである。
グラフ3．病類別卒業生の割合（高等部）

－15－

卒業生徒数

進学生徒数

内
訳

①高校進学

②養護学校高等部進学

③その他

(公吉高揃

(私立高校進学）

堂学）

467人

447人

196人

(114人｝

(82人）

232人

19人

今
ロー
車
両

43.8％

(25.5％）

(18.3％）

51.9％

4.3％

136人 (30.4％）



表2個別の教育支援計画の活用状況 *複数選 表5高校入学後のアフターケア＊複数選択

活用上の課題は､｢保護者の同意が得にくい｣｢生

徒の実態が伝わるような様式の検討」「個人情報

の保護､管理､活用」「高校側の理解不足」である。

4高校中途退学者対策等について

(1) 中学部卒業生の高校中途退学者数

高校中途退学者は18年度lll名、 17年度104名、

16年度170名である。

(2) 中途退学の主な理由や病類

中途退学の理由は、 「集団・学校不適応」「生活

の乱れ」「学業不振」「病状悪化」などであり、病

類では「心身症」「発達障害」が多かった。

(3) 中途退学者を出さないための対策

①中学部在学期間において講じている対策

○進路相談や高校での体験入学などを実施し、

進路への目的意識をもたせる。 （18校）

○自己理解を深め、 コミュニケーション能力の

向上を図る (13校）

○病状、学力面で余裕があり、 3年間で卒業で

きる学校の選択(12校）

○基礎学力向上を図る。 （9校）

新しい傾向として「余裕をもった学校選択」

が挙げられる。

②高校進学後において講じている対策

○本人、進学先関係者等と連絡を取り合う。進

路先へ教員を派遣し、教育相談実施。 （22校）

○卒業生徒を学校行事等に招待する。 （10校）

(2) 高校への進路指導で配慮していること

進路情報の提供、学力補充を多くの学校が重要

な配慮事項にしている。 （表3）

表3高校への進路指導で配慮していること

選択

*複数

2高校等進学や進路指導上の各校の課題

本人の進路意識を高めることや保護者等との共

通理解を深めることなどが課題である。 （表4）

表4高校等進学や進路指導上での各校の課題＊複

数選択

5年度内に前籍校に戻った生徒の進路状況と課題

(1)年度内に前籍校に戻り高校等へ進学した生徒

数

18年度は136名であった。 (17年度119名、 16年

度135名)。

(2)前籍校との連携で個別の教育支援計画活用状

況

活用しているが60％（前年度38％）である。

個別の教育支援計画の具体的な活用状況は表6

のとおりである。

3高校入学後のアフターケア

調査結果は表5のとおりである。 「個別の教育

支援計画を進学先に引き継いでいる」と回答した

学校は26校（前年度14校） と増加している。

-16-

疾病等の自己理解など進路相談で 37

高校等への体験入学時に 15

進学希望高校等との連携に 37

進学後（中学部卒業後）の支援体制づくりのために 44

その他 3

進学先の高校等訪問や連絡会を行っている 43

学校行事等への招待を行い情報収集等行っている 21

個別の教育支援計画を進学先に引き継いでいる 26

個別の教育支援計画を学校に保存し、追指導状況

等を記入している
16

その他 21

学習空白への対応 69

自立活動の充実 34

高校等、進路に関する情報提供 72

受験時の心がけなどの指導 55

その他 12

障害の程度の重度化や障害種、疾患の多様化へ

の対策
40

本人の病状理解や進路意識の希薄さ 54

生徒に対する保護者の病状理解や適切な成績等

の評価の欠如
34

受け入れに対する高校等への啓発理解 36

その他 13



進路先との連携を図る上での個別の教育支援

(移行支援）計画の活用状況＊複数選択

表8前籍校との連携を図るうえでの個別の教育支援

計画の具体的活用について＊複数選択

表6

活用していない理由は、 「個人情報の保護、保

護者の同意が得られない」「必要な生徒がいない、

必要性を感じない」などである。

活用上の課題は「個人情報の保護､管理､活用」

に関することが最も多かった。

活用していない理由は、 「保護者の同意が得ら

れない」「生徒の在籍が短期間のため」「通常学級

在籍のため個別の教育支援計画の必要性がない」

｢別な資料を活用するため」など多様であった。

活用上の課題は、 「小・中学校における個別の

教育支援計画への理解不足」「個人情報の保護、

管理､活用｣｢記載内容が生徒の実態を表しにくい」

などである。

2大学、専門学校等進学者の在学継続困難状況

(1)進学者及び在学継続困難者

進学者数は75名（前年度93名)、 うち在学継続

困難者は10名（前年度18名）であった。

(2)継続困難の主な理由

理由についての調査結果は表9のとおりであ

る。

Ⅵ平成17年度高等部卒業後の進路支援につ

いて

1 高等部卒業生への進路支援の内容と課題

(1)進路支援内容や状況

調査結果は表7のとおりである。

「個別の教育支援計画を進路先に引き継いでい

る」が20校（前年度13校） と増加している。

表9大学における在学継続困難の主な理由

選択

＊複数

表7高等部卒業生への進路支援内容・状況＊複数

選択

(3)在学継続困難者に対するアフターケア

アフターケアの取り組みとして「大学担当者と

の面談｣､「本人保護者と個別に相談｣､「電話、メー

ルによる支援」などがある。

(2)進路先との連携を図る上での個別の教育（移

行）

支援計画の活用状況

「活用している」42校（前年度37校)、 「活用し

ていない」14校（前年度37校） と活用している学

校の割合が大幅に増加した。活用内容は表8のと

おりである。

3平成17年度高等部卒業生1年以内の離職状況

(1)平成17年度における就職者及び離職者

就職者54名（前年度28名）中、 1年以内の離職

者は12名（前年度8名）である。

(2) 1年以内の離職の主な理由

調査結果は表10のとおりである。
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疾病等の自己理解など進路相談で 14

体験入学や職場体験等の時に 16

進学希望先の受け入れの理解啓発のために 17

卒業後の支援体制づくりのために 28

その他 0

疾病等の自己理解など進路相談で 25

高校等への体験入学時に 4

進学希望高校等との受け入れ理解啓発のため 11

進学（中学卒業）後の支援体制づくりのために 9

その他 7

集団生活への不適応 7

勉学に対する意欲の問題 1

障害や病状等の変化 3

経済的理由 1

その他 0
進路先へ訪問や連絡会を行っている 40

学校行事等への招待を行い追指導や情報収集等

を行っている
30

個別の教育支援計画を進路先に引き継いでいる 20

個別の教育支援計画を学校に保存し、追指導状

況等を記入している
14

その他 7



表10平成17年度 1年以内の離職状況 *複数 部分である｡その中で｢障害者職業センターのジョ

ブコーチと連携し､アフターケアを実施している」

という具体例もあった。

Ⅶおわりに

できるだけ多くのデータを掲載するため紙面の

制約からデータの読み取りや分析をかなり省かせ

ていただいた。各自でグラフや表から現状と課題

を読み取り、分析していただければ幸いである。

(3)離職者に対するアフターケアの具体例

「ハローワークと連携し、再就職を斡旋と連携し、再就職を斡旋」が大

-18-

集団生活への不適応（対人関係） 5

働く意欲の問題 2

障害や病状等の変化、体調不良 2

家庭状況の変化 0

その他 2



全病連慢性疾患教育研究委員会の取組

射場正男（千葉県立仁戸名特別支援学校長、慢性疾患研究委員会会長）

I慢性疾患教育研究委員会について

平成19年度の本委員会は、全国の特別支援学校

(病弱）の中の17校（札幌市立山の手養護学校・

北海道立五稜郭養護学校・青森県立青森若葉養護

学校・宮城県立山元養護学校・京都府立城陽養護

学校・大阪府立羽曳野支援学校・奈良県立奈良東

養護学校・京都府立舞鶴養護学校行永分校・岡山

県立早島養護学校・愛媛県立しげのぶ特別支援学

校・山口県立豊浦総合支援学校・北九州市立企救

特別支援学校・福岡市立屋形原特別支援学校・鹿

児島県立指宿養護学校・埼玉県立岩槻養護学校・

千葉県立四街道特別支援学校・千葉県立仁戸名特

別支援学校）で、構成されている。

ネフ」に限らず輻を広げたものとし、 「等」に含

まれる病名については、本委員会としても検討す

るが、全病連の役員会等にも検討依頼を行った。

平成ll年度は、二つの実践報告に基づく提言を

受け、参加者からも多くの実践例が出された。多

くの学校で題材や教具の開発がされており、 こう

した情報を交換し合うことの有効性が確認され

た。

平成12年度は、教育課題別分科会になったた

め、腎・ネフ等部会として、第3分科会（教科学習）

と第4分科会(交流教育）で提言し研究協議を行っ

た。

平成14年度は､第2分科会(総合的な学習の時間）

と第4分科会(交流教育)での提言･研究協議を行っ

ている。

平成15年度は、第1分科会（喘息・腎ネフ）で

の提言・研究協議となった。

また、平成14年度から研究委員会の在り方につ

いてのアンケートを実施し、委員会の見直しを

図った。①腎・ネフ等研究推進委員会に所属して

いても、腎・ネフ児が在籍していない学校が多く、

腎・ネフ等の病類別研究が困難な状況にある。②

腎・ネフ児に関わる発表・研究の集約という今ま

での研究活動の方向性を見直し、各学校の実践が

集まりやすいようにしていく必要がある。③今後

変更になる全病連大会の分科会の形式等を考慮

し、当研究推進委員会の在り方も再検討していく

必要がある。等の課題が明確になった。そして、

アンケート結果から日常的な情報発信の必要性に

対応するために、本委員会のWebページを開設

することとなった。

平成16年度からは、特別支援教育へ向けての取

り組みが始まり、地域のセンター的役割を果たす

ための体制作り （地域支援部の立ち上げ）や個別

の指導計画の充実と活用について検討を始めてい

る。

そして､平成17年度に「喘息」「腎・ネフ等」「病

Ⅱ慢性疾患教育研究委員会の沿革について

「慢性疾患教育研究委員会」は、平成16年度ま

では「腎・ネフ等教育研究委員会」と呼称されて

いた。呼称の変更は、病弱教育のおかれている状

況や在り方の変化を如実に物語っている。以下、

全病連研究協議会での取り組みを中心にその経過

の概要を述べる。

平成9年度は「腎疾患児、他の内部疾患児の病

状に応じた教育活動の在り方」というテーマで、

病気の自己管理を主な柱として協議を行った。さ

らに、情報化に対応した各校の取り組みの一つと

して整備されつつあるインターネットに関する情

報交換も行った。当時すでにホームページを発信

している所や立上げ予定の学校が数校あり、児童

生徒同士での通信利用等、今後の学習場面におけ

る多様な活用の在り方を検討している。また、分

科会名にある「腎・ネフ等」の「等」には、どの

ような疾患が入るのかを整理し、様々な疾患が含

まれることを確認した。

平成10年度からは、分科会テーマを「内部疾患

児に生きる力を育む指導の在り方について」とし

た。 「腎・ネフ等」の「等」及びテーマが「内部

疾患児｣であることを強調し､提言についても｢腎・
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弱・肥満」の3委員会が統合され「慢性疾患教育

研究会」が発足した。これまでも、喘息、腎・ネ

フ、病弱・肥満等の児童生徒の在籍数が激減して

いること、心身症の児童生徒が増えていること等

の実態が報告されていたが、改めて各校の実態把

握をした上で課題追求をしていくこととした。

平成18年度は、慢性疾患にかかわる課題につい

て、全国的な動向をうかがいながら今後の病弱教

育の在り方や特別支援学校としての役割等に焦点

を当てながら協議を深めた。具体的には①併設又

は隣接病院及び対象病院の経営・運営方針による

在籍児童生徒の入院期間や病種の変化について②

急性期型病院に入院している児童生徒の教育をど

のように進めていけばよいかについて③教育課程

の多様化について④病院との連携について⑤セン

ター的機能について協議した。

平成19年度は、各校の取り組みの実際について

のレポートを基にして協議し、全国的な動向も含

めて課題解決のための議論を深めた。①疾病の多

様化、入院期間の短縮化への対応（指導の工夫、

センター的役割として、小中学校への支援につい

ての指導体制など）②心身症、精神疾患などの心

のケアの必要な児童生徒受け入れの可能性につい

て③センター的役割としての、小中学校への支援

について等の課題について検討した。

程､指導法､自己管理能力の育成､心理的なサポー

ト等を創意工夫して実施していくことが大切にな

る。また、病院関係者との連携やカンファレンス

の持ち方等は教育活動を行うに当たって重要な事

項である。

疾病の多様化、入院期間の短縮化は全国的な傾

向であり、学校全体での組織的な対応が必要であ

る。校内の職員全体研修会で疾病について研修し

たり、個別の指導計画を迅速に作成し、短期間で

あっても個々のニーズに応じた充実した指導を行

えるようにしたりしている。指導体制も柔軟に対

応できるように複式学級や習熟度別の指導、個別

の指導を充実するためのチームティーチング等を

工夫して行っている。

心身症、精神疾患などの心のケアの必要な児童

生徒受け入れについては、学校ごとに違いが見ら

れる。特別支援学校（病弱）の対象児として受け

入れるのは、隣接する病院に入院している児童生

徒が心身症である場合と、医療機関にかかってい

て主治医がおり、学校での指導についてもアドバ

イスが受けられる場合(通学生としての受け入れ）

が多い。隣接病院以外の病院に入院している対象

児を訪問教育で指導している場合もある。

特別支援学校（病弱）に在籍する児童生徒は、

学習空白がある場合が多く、基礎的な学力をつけ

るために補充学習を実施することが必要である。

また、心理的安定を図るために自立活動の時間や

教育相談の時間を有効に使うことが肝要である。

さらに、指導に当たる教師の専門性の向上のた

めに、主治医や臨床心理士等から指導を受ける等

の取り組みも欠かせない。

センター的機能については、ほとんどの学校が

学校規模の縮小に伴い教職員数が削減される中で

はあるが、従前から実施していた教育相談の対象

を広げて実施している。また、関係機関との連携

強化に努め、公開講座の開催や小中学校へ講師を

派遣しての研修支援等を通して地域に開かれた学

校作りを推進している。病弱教育に関しては、近

隣地域だけでなく広範囲にわたって支援をする必

要性がある。教育支援と病弱教育に対する理解啓

発活動を推進していく必要性を痛感している。

Ⅲ現状と課題

1 特別支援学校（病弱）の現状

特別支援学校（病弱）に在籍する児童生徒の疾

病は、腎臓疾患や血液疾患､骨疾患等多岐に渡り、

疾病やそれに伴う障害は多様化する傾向にある。

併せて、医療技術の急速な進歩や隣接する病院の

運営方針の変化（急性期型の病院運営への転換）

に伴い、児童生徒の入院期間が短縮化し、学期途

中の転出入件数や前籍校への復帰前のスクーリン

グの回数が増大してきている。

このような状況の中で、特別支援学校（病弱）

としての運営においては、疾病治療からくる生活

上の制限のある中での学校生括であることを鑑

み、一人一人の児童生徒の病状に応じて、柔軟且

つ計画的な授業の実施を支援する体制作りが教育

的な課題として上げられる。具体的には、教育課
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2今後の課題

疾病の多様化及び心身症、精神疾患等「心のケ

ア」の必要な子どもたちも慢性疾患に含まれるこ

とから、その教育の可能性や多様化等に対しての

新たな課題が上げられるようになってきた。

①スクーリングの回数や指導体制及び指導教室

の確保

②前籍校に復帰できるまでのサービス指導につ

いて

③教育課程の多様化について

④単位認定、卒業認定及び教科の相互補完につ

いて

⑤通学生に対する教育環境の充実について

⑥個別指導及び個別対応のできる教室の確保

⑦幼・小・中・高等学校における病気の児童生

徒に対する支援について

⑧副籍の活用について

⑨病院数の増大に伴う、巡回指導チームの立ち

上げについて

⑩他機関との連携について

以上が現状における特別支援学校（病弱）の

課題や問題点である。
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全病連筋ジス教育研究委員会の取組

佐藤美知代（島県立鴨島養護学校長、筋ジス研究委員会会長）

I はじめに

平成18． 19年度の2年間、全病連筋ジス教育研

究委員会会長を務めることになった。特別支援教

育の経験の浅い筆者にとって、責任の重い仕事で

はあったが、筋ジス教育の新たな方向性を模索し

ながらの充実した2年間であった。筋ジス教育の

特徴は、医療と教育が密接にかかわりを持ってい

ることである。筋ジス児童生徒が在籍する特別支

援学校の多くは､病院に隣接しており、指導内容、

指導方法、教員研修、学校行事など、教育活動の

大半が医療との連携なくしては成り立たず、成果

を上げることが期待できない。また、病弱教育が

子どもたちの病気の治療や病状の改善に果たす役

割は大きいと実感している。

Ⅳ 19年度の活動

1．研究推進委員会

8月の全病連山梨大会前日に、会長と12名の研

究推進委員が出席し､研究推進委員会を開催した。

出席率は比較的高く、今年は事前に情報交換資料

も送付して準備を整えた結果、 1時間30分という

短い時間に、活発な意見が交換された。

全病連研究協議会における筋ジス分科会の充実

のために、平成20年度発表校として、青森県立浪

岡養護学校と広島県立広島西特別支援学校を推薦

し、平成21年度徳島大会の発表校として、千葉県

立四街道特別支援学校と京都市立鳴滝総合支援学

校を本研究委員会から推薦することになった。ま

た、本研究委員会の今年度の研究テーマを「地域

の筋ジストロフィ－児童生徒に対する特別支援教

育のセンター的機能の充実～医教連携の在り方に

ついて～」と決め、活動することを確認した。

情報交換会での話題は、 「地域の小・中学校等

に在籍する筋ジス児童生徒に対するセンター的機

能をどのようにして充実していくか｣、 「筋ジス児

童生徒が地域にどのくらい在籍しているかの実態

については、個人情報保護の関係で、把握ができ

ていないのでどのように把握したらよいか」など

の課題が出された。地域の筋ジス児童生徒への支

援については、教育交流会を開催するため、要項

を新聞に掲載したり、各市町村教育委員会に申込

用紙を送ったりして発信し、保護者20名、教員60

名の参加を実現したという事例が刀根山養護学校

から紹介された。

就労支援については、 「コレクトスペース

SUNSUN」で病院の作業療法士と教員が連携し

て、1日2時間程度の就労を支援している事例(八

雲養護学校)、身体障害者通所施設で一般企業の

ホームページ作成をしている事例（西多賀養護学

校)、ビデオの編集に関わる仕事で成功している

事例（鳥取養護学校)、情報関係の資格取得に力

を入れている事例（刀根山養護学校）など様々な

Ⅱ筋ジス教育研究委員会の構成メンバー

本研究委員会の平成19年度のメンバーは、病弱

教育を行う特別支援学校31校と富山市の小学校1

校、仙台市の中学校1校の計33校の教員で構成さ

れており､研究推進委員16名で運営を行っている。

研究推進委員の多くは、国立病院機構の病院に隣

接する特別支援学校の教員である。

Ⅲ筋ジス教育の経緯と研究委員会の沿革

昭和35年、西多賀養護学校の前身である西多

賀小・中学校療養所分校が置かれ、全国初の筋ジ

ス児の教育が始まる。

昭和39年､全国進行性筋萎縮症児親の会結成(現

日本筋ジストロフィ－協会)。

昭和42年、全国筋ジストロフイー症児教育研究

会（全筋研）結成、以後平成元年まで23回研究大

会を続ける。

昭和53年､全国病弱虚弱教育研究連盟（全病連）

筋ジス教育研究委員会設置。

平成2年より、全筋研と全病連が一本化し、全

筋研が現在の全病連筋ジス教育研究委員会とな

る。
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患者の就労支援に対する提言や筋ジス児童生徒が

学ぶ特別支援学校の取組を発表した。出席した代

表の4名の教員は、最先端の筋ジス医療の現状を

学ぶとともに、医療関係者に対して特別支援学校

における筋ジス教育の具体的な取組を知らせるこ

とができた。出席した本校の教員は、 このような

コメデイカルの研究会に参加させていただく機会

がなかったので大きな刺激を受け、沈滞化しつつ

あった全病連筋ジス教育研究委員会の活性化に向

けて意識が高まったと話していた。校長が教員を

育てるためには､役割（仕事）を与えると同時に、

専門性向上のための研修を受けさせ、 自信をつけ

させることが重要である。研究推進委員にこのよ

うな機会を与えてくださった関係の方々に深く感

謝する。

取組の紹介があったが、進行性ということやトイ

レ、着替え等に介助が必要ということがネックに

なっている、仕事探しのアイデアを教えてほしい

などの意見が出た。

2．筋ジスサミットin北海道

8月3．4日の2日間、北海道八雲養護学校で、

筋ジス教育研究委員会に所属する学校の校長の会

合を持った。 1日目は八雲養護学校の取組を視察

し､全病連筋ジス教育研究委員会の活性化を図り、

特別支援学校（病弱）の取組を、他の障害種の特

別支援学校に在籍する筋ジス児への支援に発展さ

せるための協議を行った｡ 2日目は、 「筋ジスサ

ミットin北海道」 （病弱教育から特別支援教育を

考える多職種連携協議会）を開催した。会場の八

雲養護学校体育館では、 「筋ジス児の新たな教育・

医療・福祉の在り方を考える」というテーマで、

パネルディスカッションが行われた。コーディ

ネーターの独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所の西牧謙吾先生の司会により、教育委員会関

係者､養護学校長､八雲病院小児科医長､入院患者、

保護者など6名のパネリストから、筋ジス医療の

国際比較、学校選択の際の保護者の切実な思いな

どが発表され､文部科学省の丹羽登調査官からは、

学校における特別支援教育コーディネーターの果

たす役割など貴重な助言をいただいた。筋ジスサ

ミットは、平成19年度で2回目であるが、平成20

年度は鹿児島県で開かれることになっている。九

州地区の筋ジス教育関係者に多数参加していただ

き、特別支援学校だけでなく、小・中・高等学校

などで学ぶ筋ジス児童生徒の支援に繋げてほし

い。

4．厚生労働省障害者保健福祉推進事業「筋ジス

患者のための就労支援プロジェクト」に対する

協力

社団法人日本筋ジストロフィ一協会は、①就労

に関わる全般的な課題の調査②就労に必要な情

報の獲得と共有の方法の検討③調査結果から、

就労支援のプロセスと支援体制についての検討と

就労支援実証モデルの策定、の3点について平成

19年から3年間の研究を行うことになった。この

プロジェクト実行委員会委員の学校代表として、

全病連筋ジス教育研究委員会から八雲養護学校、

加治木養護学校、鴨島養護学校の校長が参画する

ことになった。筋ジス患者のみならず障害を持つ

すべての人々に応用できることを期待して､医師、

教員、患者、家族が協力してプロジェクトに取り

組んでいる。

1年目の今年は、 日本筋ジストロフィ－協会が

行う 「就労アンケート」の協力を行うと同時に、

全病連筋ジス教育研究委員会による独自の実地調

査を行った。 16名の委員が、病院に隣接した特別

支援学校（病弱）に出向いて、事前に送信したア

ンケートによる調査を行うことも目的ではあった

が、調査校の視察をとおして、他校の取組から学

んだことを自校に活かすことをもう一つの目的と

して行った。忙しい時期にやり繰りして行った実

地調査ではあったが、実際に学校へ行って話を聞

3．拡大研究推進委員会

12月6日 （水）東京都目黒区の「こまばエミ

ナース」で開催された厚生労働省精神・神経疾患

研究委託費・筋ジス研究神野班の発表会に、八雲

養護学校、刀根山養護学校、加治木養護学校、鴨

島養護学校の研究推進委員が出席した。当日、国

立特別支援教育総合研究所の西牧謙吾先生が､｢筋

ジス児（者）の特別支援教育～教育におけるリハ

ビリテーション再考～」というテーマで、筋ジス
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き、肌で感じたことで、研究推進委員同士の距離

が近くなり、お互いに仲間意識が強まったとの感

想が聞かれた｡このような繋がりがあったからか、

今年の「DMP教育だより」の原稿はすばらしい

ものが集まった。

数の実践例が集まり、推進委員の意識の高まりを

感じる内容となった。印刷製本代を節約のため、

今年度からCDで配布することになったので、 コ

ピーをして各校で活動の広報をして頂きたい。

Vおわりに

筋ジスサミット、就労支援プロジェクト等本年

度の活動を振り返ると、意義ある活動に取り組め

たと思うが、今後もこれを継続し更に深化してい

く必要がある。特別支援学校（病弱）は、それぞ

れがノウハウを蓄積しながらも、他の学校と共有

されておらず、すばらしい実践が一般化されてい

ないところが見られる。このような課題の解決に

向けて取り組むことが筋ジス教育研究員会に与え

5. DMP教育だより

「筋ジストロフイー児が在籍する学校同士の連

携を図る｣、 「筋ジストロフイー児が在籍する学校

のセンター的機能を充実する｣｢筋ジストロフイー

児が在籍する学校の実践や情報交換をする」こ

とを目的に、DMP教育だよりを発刊している。

DMPとは、 ラテン語で進行性筋ジストロフィ－

(dystrophiamusculorumprogressive) の頭

文字である。第42号となる19年度は、各校から多 られた役割であろう。
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新たな実践が求められる心身症等の児童生徒の教育

永冨文久（北九州市立門司特別支援学校長、心身症等教育研究委員会会長）

題として、今後の病弱教育における心身症等への

より専門的な教育的対応の必要性が挙げられた。

まず、全国の各校に、どのような課題があるか調

査してはどうか、予想される課題として、心身症

の中には、精神疾患、不登校経験を有する者、適

応障害、発達障害に起因する心身症など多様な実

態があること、特に、今後、増加が予測される不

登校経験を有する心身症で軽度の知的障害や発達

障害への対応が各校の課題ではないだろうかとい

うこと、その背景には、児童生徒への適切な対応

のみならず、家庭の課題、予想外の行動、適切な

対応を行うための施設設備の充実、専門家との連

携した対応、併設する医療機関や専門医等との連

携などが挙げられた。

昨年度と本年度の2年間の調査からも心身症と

なった発達障害児の増加傾向が著しい。心身症等

教育研究委員会でのアンケート調査した結果か

ら、各校に在籍する児童生徒のうち、発達障害

と診断されている児童生徒の在籍率は、昨年は、

13.4%、今年は、 20.7%であることがわかり、増

加していた。各校からもその対応の難しさと厳し

さ、深刻さの報告があった。この点からも研究機

関や医療の関係の方々と連携した研究の取組がで

きないものかと考える。心身症等の児童生徒への

指導や支援の課題を整理し、背景等を分析しより

良い教育的対応を考えていきたい。

全病連山梨大会の最終日の午後に、全病連と心

身症等教育研究委員会が独立行政法人国立特別支

援教育総合研究所の西牧謙吾先生の助言を得て、

多数の参加者のもと､公開研究協議会を開催した。

病弱教育の現状（在籍する児童生徒の実態や指導

する教員の資質、指導方法や指導体制、関係機関

との連携など多岐にわたる課題）を踏まえて、教

育内容の充実に向けて、特別支援学校（病弱）の

全国ネットで何が出来るかを考え、病弱教育の活

性化を願って開催した。まずは、現状認識が重要

と考え、公開で研究協議を行い、関係者から忌'慨

全国病弱虚弱教育研究連盟に所属する各研究委

員会の一つとして心身症等教育研究委員会があ

る。平成18年度と平成19年度は、北九州市立門司

特別支援学校が当番校を務めた。

平成18年度は、全国の病弱養護学校のうち、 23

校で研究委員会を構成した。毎年、各校から選出

された推進委員によって運営がなされている。こ

こ数年は、特別支援学校（病弱）の実態として心

身症の増加傾向と同時に不登校の課題が挙がって

いる。また、不登校の要因には様々なことが考え

られるが事前の情報交換資料として発達障害と診

断されたかどうか、その有無を調査するなど発達

障害との関連が話題となった。各校が発達障害等

の児童生徒への対応や指導について模索し苦慮し

ていることがわかった。病弱養護学校に在籍する

児童生徒の実態が多様化していることも伺えた。

特別支援教育の元年となった平成19度は、年に

一度の研究大会として山梨県甲府市を会場に猛暑

の中、全国の特別支援学校（病弱）や関係者が多

数参加して実施した。心身症等教育研究委員会で

は、全国特別支援学校（病弱） 26校で事前の調査

研究として前年度と引き続き不登校経験のある心

身症等、中でも発達障害と診断された児童生徒の

在籍状況を中心に調査した。

協議内容からは、卒業後の就労支援について、

学習空白の実態把握の方法と学習意欲向上のため

の手だてについて、児童生徒の心のケアについ

て、発達障害をもった児童生徒のソーシャルスキ

ルトレーニングについて、卒業後の進路とアフ

ターケアについて、特別支援教育のセンター的機

能としての実践や地域支援について、 自立活動の

時間と内容について、児童生徒の実態把握につい

て(WISC-ⅢやK-ABC心理・教育アセスメン

トバッテリーなど)、医療との連携について、全

体協議として自立活動の取り組み、実践内容、卒

業後の進路先や支援の在り方について、発達障害

に応じた個別の教育支援等について協議した。課
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のない意見を求めた。

公開研究協議会のテーマとして「病弱教育にお

ける心身症、情緒及び行動障害を伴う不登校児の

教育的支援～これからの子どもの心の教育を病弱

教育から考える～」とした。冒頭、趣旨説明を兼

ねて、神奈川県立横浜南養護学校の宮内眞治校長

より子どもの変化（改善、悪化、変化なし等）を

学校が持っている機能の観点から課題の整理と改

善策を考えていきたいと説明がなされた。また、

国立精神・神経センター児童期精神保健研究室

長清田晃生先生に「教員に必要な子どもの心を

読み解く知識」について講義をしていただいた。

この取組は、今後、全国の特別支援学校（病

弱）のセンター的機能の強化につながると考えて

いる。取組の過程で教員の教育力向上、研究力向

上にもつなげていきたい。関係者の助言を得て、

ICTを利用して、特別支援学校（病弱）が相互に

教育内容を共有し、確認出来るシステムの構築を

今後、先に紹介した横浜南養護学校長の宮内先

生が提言している、学校機能がもっている学習の

場として知識や技能の習得、社会的規範の獲得、

体験の場として集団体験や異文化体験、支援機能

として生徒指導や進路指導、家庭支援、他機関と

の連携など、その他に学校経営に関する人的環境

としての支援チームの編制やコーディネート機能

などの観点から取組んでいきたい。さらには、全

国では、数は少ないが寄宿舎機能を有する学校で

の取組の成果を検討する必要もあると考える。

また、児童生徒の根本的な原因と関連する医療

などの研究成果と連携した実態把握や対応の在り

方など専門家との連携した研究、併設する医療機

関や専門医等との連携なども視野に入れた取組の

必要性も検討していきたい。

最後に今後、この取組を通して我が国の病弱教

育が今一歩前進し、新たな特別支援教育の出発と

なることを切に願うものである。

行うことも計画していきたい。
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全国病弱虚弱教育研究委員会連盟脳性まひ等研究委員会報告

竹澤良全（福井県立福井東養護学校校長、脳性まひ等研究委員会会長）

I 構成メンバー

構成メンバーは、以下の通りである。

部会長：福井県立福井東養護学校長、副部会長：

岩手県立釜石養護学校長

北海道：北海道八雲養護学校

東北：福島県立須賀川養護学校、山形県立山形

養護学校、秋田県立秋田養護学校道川分教室、岩

手県立釜石養護学校、岩手県立一関養護学校

関東・甲信越：栃木県立足利養護学校、埼玉県立

蓮田養護学校

近畿・東海･北陸：三重県立緑ケ丘特別支援学校、

兵庫県立上野ケ原特別支援学校、三重県立杉の子

特別支援学校、福井県立福井東養護学校

中国・四国；岡山県立早島養護学校、徳島県立鴨

島養護学校、広島県立広島西特別支援学校

九州；福岡市立屋形原特別支援学校、佐賀県立

中原養護学校、大分県立石垣原養護学校、鹿児島

県立加治木養護学校

Ⅱ研究の内容

1 情報交換基礎資料作成

特別支援学校（病弱)81校に電子メールにて依

頼する。回答は77校あり、 うち脳性まひ等児童生

徒が在籍している養護(特別支援)学校は61校、在

籍していない養護（特別支援）学校は16校であっ

た。

依頼した基礎資料の内容は、以下のようなもの

である。

○児童生徒の状況 全校児童生徒・訪問教育・重度障害学級(重度重複障害児童・生徒）

○平成19年度研究テーマ

○高等部訪問教育について
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全校児童牛徒数 小学部 名 中学部 名 高等部 名

学級数

脳性まひ等対象 名 名 名

対象児について 分教室 名 分教室 名 分教室 名

(分教室等対象で

い部門については

り消しの二重線を

いて下さい）

(以下分教室として記入)病

院訪問

名施設訪問

名病院より通学

名施設より通学

名自宅より通学

名在宅訪問

名

(以下分教室として記入）

病院訪問 名

施設訪問 名

病院より通学 名

施設より通学 名

自宅より通学 名

在宅訪問 名

(以下分教室として記入）

病院訪問 名

施設訪問 名

病院より通学 名

施設より通学 名

自宅より通学 名

在宅訪問 名

高等部訪問教育
有・無 有りの場合（ 年度より）

無しの場合（設置の見通し 年度より）

入学基準

過年度（中卒後・高中退後含） 有・無 有りの場合（人数 名）

卒業後の状況 継続入院・療養等その他（



○医療的ケアについて

○校外行事実施時の医師・看護師との連携について

○感染症の児童生徒について

○現在の最重要課題 (1)校内の指導内容に関わる課題

(2) 医療・福祉・家庭・地域等との連携に関わる課題

＜埼玉県立蓮田養護学校>15名中、小5名、中高

5名が通学している。残り5名は院内、ベッドサ

イドである。午前中は身体アプローチ、午後は集

団活動を行っている。

＜三重県立緑ケ丘特別支援学校＞活動によって

は、病棟から来て学習する者もいる。卒業後はそ

のまま病棟に入院。過年度の高等部生がいる。

＜岩手県立一関養護学校＞本校と分教室は、全校

行事は一緒に行っている。卒業後は、在宅又はデ

イサービス利用である。分教室は、継続入院であ

る。

＜佐賀県立中原養護学校＞病棟のボランティア的

な配慮で、呼吸器を持ってついてきてくれること

がある。但し、土日の学校行事にはついてきてく

れない。 120～180分を1コマとしている。登校で

きる子は、 80分×2日である。活動内容は、心地

よく過ごすためのマッサージ、学校行事などの準

備を行っている。

＜福島県立須賀川養護学校＞隣接する病院のPT、

STが遊びなどを提案してくれる。ベッドから離

れられない子は、TVモニターをつないで院内学

級での行事の様子を見せている。医療的ケアを要

する子は、通常学級にもいる。

＜三重県立杉の子特別支援学校＞1／3通学生、

1／3入院生、 1/3訪問。医療的ケアの子は、

61校分を印刷製本して、関係する特別支援学校

(病弱）に配布した。

2研究推進委員会

(1)基礎資料を基にした情報交換

上記の基礎資料における研究推進委員所属校の

最重要課題より 「医療的ケアを要するこどもたち

の活動内容・卒業後の進路に向けての取り組み」

という内容で、各校の現状報告を行った。

＜福井県立福井東養護学校(事務局)＞登校後、健

康チェックしその日の活動を確認する。その子ど

もに応じた活動を授業に取り入れている。午前は

主に個別、午後は集団で活動する。コミュニケー

ションが難しいので、反応を丁寧に読み取り共感

し言葉化する。高等部では、卒業後の生活を見据

えて、生活のリズム作り、活動の意欲や人とのか

かわりの育成を念頭に置きながら活動を組み立て

ている。また、施設体験実習を毎年行っている。

＜山形県立山形養護学校＞福井東養護学校は、山

形の肢体不自由養護学校に似ている。山形養は、

最高で12時間、体力や医療的ケアの面でそれ以上

は無理である。学校への登校は医師の許可で決定

する。卒業後は、そのまま病棟にいる。福井は、

看護師のいる施設があってよい。
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自宅通学対象児童牛徒 有・無有りの場合（人数 名）

自宅通学生の医療的ケアの内容 経管栄養・導尿・痩の吸引・人工呼吸器・その他

病院入院対象児童牛徒 有・無有りの場合（人数 名）

病院スタッフが行う医療的ケアの内容 経管栄養・導尿・疾の吸引・人工呼吸器・その他

1日の行事 派遣(有・無）医師・看護師（状況 ）

泊を伴う行事 派遣(有・無）医師・看護師（状況 緊急時の対応 ）

対象児童生徒 有・無 有りの場合（人数 名）



本校、分校、分教室等すべて合わせた数、 「脳性

まひ等対象児」は、重度重複学級に在籍している

児童生徒対象、 「対象児について」は、分教室で

ない場合(分教室)(以下分校室として記入)の2項目

を二重線で消し、本校の対象児についての人数を

記入する。

○研究テーマ；対象児童生徒在籍の学部等の研究

テーマ

○医療的ケアについて○感染症の児童生徒につい

て；重度重複児童生徒対象

○現在の最重要課題；重度重複児童生徒の在籍す

る学部等の課題

看護師に任せっきりではない。卒業後は、通学生

の中には地域の施設に入る子がいる。筋ジスで専

門学校に行く子もいる。ボランティアを探し、 自

立支援を行っていく。

＜栃木県立足利養護学校＞行事は、学部を越えて

行っている。医療的ケアを要する入院生は、看護

師が付き添う。通学生は､学校看護師が付き添う。

卒業後は、学校ボランティアをお願いする。過年

度生は、聴講生として好きな活動に参加する。

＜鹿児島県立加治木養護学校＞平成16年度まで

は、病院からの通学生だったので経管栄養などは

病院に任せていた。しかし、現在は学校で経管栄

養を行っているため、その間他の子がどのような

活動をすればよいかが課題になっている。

＜兵庫県立上野ケ原特別支援学校＞集団活動の持

ち方が課題になっている｡修学旅行や校外学習は、

泊を伴っていない。

(2)基礎資料作成にあたっての確認事項の検討

資料作成にあたって、学校によってとらえ方が

様々であり､データの信懸性に欠けると思われた。

そこで､本会で共通理解を図ることにした。以下、

その結果である。

○児童生徒の状況;｢全校児童生徒」「学級数」は、

Ⅲ現状と課題・今後の方向性

特別支援学校（病弱）において、重度重複障害

児童生徒が在籍している学校は少なくなってい

る。しかし、医学の進歩に伴い､救命率が高まっ

た反面､重度の障害をもつ子どもの割合も増えて

きた。そのような中で、学校は何ができるのか、

特に、医療的ケアの実施、それを要する子どもた

ちの教育内容、進路について今後の最重要課題に

なっている。今後、このような内容について情報

を交換し深めていけたらと考える。
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東京都の病弱教育について

山田庄治（東京都立久留米養護学校長、全病長会長）

I 東京都の病弱教育の沿革

東京都の病弱教育の形態は、全国的にみるとか

なり特異なものである。それは、結核にかかって

死ぬことがないようにと病虚弱児を隔離したり、

あるいは結核にかかった児童・生徒を転地療養さ

せたりするのが出発点になっていたからだろうと

推測できる。転地療養先としては静岡県の沼津市

に都立片浜学園を設置し、隔離する学校としては

東久留米市に都立久留米学園を用意した。これが

東京都における病弱教育の出発点になっているた

め、病院内に作られた学校とは違って、学校の中

に診療所を開設する形式をとることになったので

ある。なお、片浜養護学校は平成16年3月に閉校

となったが、東京都にはこの他にも区が設置した

健康学園なるものが伊豆や房総及び湘南地区に

あった。これらの学校は現在は8区8校となって

いる。また、小学校に4学級、中学校に2学級の

病院内学級がある。

ある。その場合でも病気がなければ入学できない

ため、ぜん息やアトピー性皮膚炎、肥満等の理由

をつけて入学してくるのだが、実情は不登校状態

を何とか改善して高校に進学できるようにという

保護者の願いをもって入学させられてくる子ども

がほとんどだったのである。平成に入ってその傾

向はますます強くなり、中には一度も発作を起こ

さないぜん息児や軽度の肥満、アレルギー性鼻炎

というような、 とうていそれだけの理由では沼津

まで来て入学させないだろうという軽微な理由で

入学してくる子どもたちがほとんどになった。そ

れでも、当初はぜん息やアトピー性皮膚炎等の病

名をつけて入学してくる子どもたちが多かった

が､その後心因性の理由をつけた不登校の子ども

も増え、その子どもたちは自律神経失調症や起立

性調節障害という病名をつけて入ってくるように

なった。さらにその後になると、はっきりと心身

症や神経症という診断名で入学してくる子どもも

見られるようになった。こうした事情から平成

5， 6年頃になると、病名はどうであれ不登校状

態をもっている子どもたちでほぼ占められるよう

になってしまった。病気は治っても学校には行け

ない、 もしくは病気の回復･改善は目標ではない、

という状態になってしまったのである。こうなる

ともはや病弱教育の使命は終わったものと思わざ

るを得ない。実は、久留米養護学校が高等部を除

いて、今このようになりつつある。

Ⅱ都立片浜養護学校の病弱教育

東京都の病弱教育について語る時、 まず閉校に

なった都立片浜養護学校のことから始めたい。そ

れは、片浜養護学校と同じような進路を、現在の

都立久留米養護学校が辿りつつあるからである。

都立の病弱養護学校はこの2校しかなかった。先

述したように片浜養護学校は結核の転地療養ので

きる学校として駿河湾を臨む温暖な沼津の地に建

てられたが､その後結核の児童･生徒は次第に減っ

ていき、代わってぜん息等の疾患児が入学してく

るようになった。しかし、その数も余り多くはな

く、その後は学校に行けない子どもたちの学校、

子どもの施設代わりとしての学校として使われる

ようになってしまったのが実情であった。そして

その根本には、今の不登校の状態のままでは高校

進学ができにくいが、何とかして高校に入学させ

たいという保護者の願いがあり、そのために片浜

養護学校を頼って入学してくるようになったので

Ⅲ東京都の特別支援学校（病弱）の果たし

てきた役割（私見）

さて、 こういう状況の中での学校運営はいかに

あるべきか、 ということが問題になる｡片浜養護

学校は平成16年、病弱教育校としての使命は終

わったものとして閉校となったが、久留米養護学

校は少なくとも平成22年度までは今のままで存続

することになっている。東京都の病弱教育は即ち

久留米養護学校の教育に代表されるものと思って
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に学校に行けなくなり、その状態から自律神経失

調症なり起立性調節障害という診断名をもらって

久留米養護学校に入学してくるというのが一般的

である。ただ小学部と決定的に違うのは、小学部

が施設として保護者から期待されているのと違

い、中学部は勉強の遅れを取り戻すための学校と

して期待されている点である。不登校状態が長く

続き、 このままでは高校に進学できないと思った

保護者の、進学に対する強い気持ちを感じる。こ

の点について保護者の願いをかなえるという観点

から学校経営をするとなると、子どもたちの遅れ

た学習を取り戻し、希望する高校へ進学させてあ

げることを目指すことになる。子どもたちにも、

この久留米養護学校に入って何をがんばりたいの

かと聞けば、まず間違いなく勉強をがんばるとい

う答えが返ってくる。不登校の子どもは、 「勉強

が追いつけば地元校に戻れる」と言うのが常であ

る。こういう場合の学校経営は、病気の回復・改

善はさておき、子どもたちに勉強させて学習の遅

れを取り戻させるために、いかに工夫した学習活

動を行うかになってくる。しかし、それが果たし

て病弱養護学校の本来の使命なのであろうか。勉

強への強迫観念から不登校状態になった子ども

に、その打開策として学習をさらにさせてその克

服を図ろうというのである。結局片浜養護学校は

このような状態になって閉校となった。久留米養

護学校も中学部に関しては、その同じ道を歩んで

はいないとは言えない。

いるので、以下に、学校運営を視点に踏まえつつ、

小学部・中学部・高等部及び分教室の教育につい

て順に述べてみたい。

1 小学部の役割

まず小学部は、平成19年度の年間を通して8名

の子どもたちの教育に当たったが、 うち7名の子

どもについては明らかに家庭の代わりをしなけれ

ばならないという状態であった。そういう家庭の

状態から肥満状態になったり、あるいは大きな病

気を抱えているのに家庭ではなかなかその病気に

対処ができないので、久留米に転学させたいとい

うのが本音である。したがって、小学部に対する

学校運営の要は、保護者に対していかに働きかけ

て家庭での状況改善を図ることができるかという

ことと、子どもに対して自分で考え、 自分から行

動できるように励まし育てていけるように教員の

意識を向けさせることができるかどうかにある。

子どもが母親に対してものが言えるようになった

り､服薬を自分で管理できるようになると同時に、

こういう子どもたちは家庭に戻って地元校に行く

ことを希望するようになる。まず最初に保護者の

保護能力が十分に発揮されないということがあっ

て、その後に肥満や生活の乱れなどがあり、やが

て不登校状態となる。久留米養護学校では、本来

は病気の部分だけの教育のはずであるとは思いな

がら、その全てについて指導をしていこうとして

いる。ちなみに在籍している小学部の児童で、病

気が回復すれば無条件で前籍校に戻れるというの

は一人である。他の児童は病気のことはさてお

き、上記のようなことを教えていくのが主眼とな

る。それに成功すれば前籍校に戻ることは可能で

ある。

3高等部の役割

高等部については、平成18年に3学年を同時に

開校することで認可をされた。高等部設立により

期待される効果は、①医療・生活管理体制の整っ

た学校で、後期中等教育を実施することができる

こと、②将来の社会参加・自立に向けて、専門学

校や大学等への進路を目指した学力の伸長を図る

ことができること、③生徒の健康回復への意欲を

高め、主体的・積極的・実践的な行動力を育成す

ることができること、④近隣の高等学校との連携

により、社会性や学習意欲の向上を図ることがで

きること、の4点である。入学資格は、①慢性の

呼吸器疾患・腎臓疾患・心臓疾患及びその他の疾

2中学部の役割

中学部については、平成19年度は述べ25人が在

籍した。 うち、不登校状態で本校に入学してきた

生徒は18人である。その18人中、肥満やぜん息等

の理由で入学してきた子どもは6人であり、心身

症等の病名がついた生徒はll人である。心臓病や

腎臓病を除けば、ほとんどが不登校状態から肥満

になったり、生活のリズムが乱れたりして、 さら
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患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とす

る程度のもの、②身体虚弱の状態が継続して生

活規制を必要とする程度のもの、 となっている。

100%進学を目指す高等部として設立されたもの

で、寄宿舎を使わなければならないほどの病弱の

ものが対象である。心因性の疾患については受け

入れを不可としたものである。進学を目指すとう

たってあるとおり、国語・数学・英語の3教科に

ついて学力状況を見て、入学者を決定している。

高等部は寄宿舎で病状の安定を図りながら生活で

きるということと、進学を目指すということと

で、 3年間を通して学べる学校と位置付けられて

いる。したがって、基本的に途中で転学すること

は考えていない。高等部については、この設立の

趣旨を良く踏まえて、教科書を使っての学習や大

学進学等の進路指導にも力を入れており、それは

高一の入学時より計画的に進めさせている。その

点では、他の都立高校と同じように運営をしてい

るつもりである。

ムをしたり、 またたくさんの食事をして肥満の子

どもたちが体重を増やして帰ってくるのである。

本来生活のリズムを整えるといっても何ケ月もか

からなければ整わないなどというものではないは

ずなのに、 ここに入ってくる子どもたちは何ケ月

も何年もかかるのである。やはり保護者に対して

も家庭ですべきことの指導をしていかなければな

らない。家庭に対して学校が何を分担し、寄宿舎

のできることは何か等、その役割の分担をしてい

くことが本校の今後の課題である。

5病院にある学校、清瀬分教室の役割

病弱教育が担当している病院内に併設されてい

る分教室としては、都立清瀬小児病院内に本校清

瀬分教室がある。これは、久留米養護学校が一番

近くに存在する学校として、清瀬市の小中学校の

院内学級だったものを引き継いだものだが、久留

米養護学校の分教室として今年でちょうど30年が

経過した。この分教室は病院の敷地内に教室棟を

作り、子どもたちがそこに登校してきて授業を受

ける仕組みになっている。小学部6学級と中学部

3学級の計9学級、教員19名体制で指導に当たっ

ている。入院による経験不足を補うための学習

と、友達との交流を重視した学習、 また自然環境

を生かした体験学習を重視しながら学習を進めて

いるが、教科の学習については、前籍校で使って

いた教科書とその進度にできるだけ沿うように工

夫している。分教室には決められた教科書があっ

て、それを使用しなければならないという制約は

あるが、その中でもプリント等を用意して、でき

るだけの対応をしているのが現状である。清瀬分

教室の子どもたちは、入院期間が平均2～3ケ月

と短いため、この短期間にどういう教育を保障し

ていくのかが一番の問題点である。平成18年度に

は転入生が98名､転出生が104名の計116名の児童・

生徒を対象とした。都立清瀬小児病院は建築後60

年が経ち老朽化してきたので、都立梅ヶ丘病院と

都立八王子小児病院とを併せて、新たに多摩地区

に病院を作り、その中に「こころの病棟」と「か

らだの病棟」とを作って対応していく。清瀬分教

室は府中分教室（仮称） と名前も場所も変えて新

しく開校することになるが、 この分教室は病弱教

4寄宿舎における指導

寄宿舎では、病気の回復・改善のために役に立

つような日課を工夫して組んでいる。学校では、

自立活動は週1時間しか認められていない。この

1時間の自立活動で病気の回復・改善のためにで

きることは何であろうか。他の時間は、学活・道

徳・総合的な学習の時間を除けば全て教科の学習

に当てられているのである。肥満や湿疹等、学校

で指導する時間はほんのわずかしかなく、大部分

は病気の回復・改善の取り組みは寄宿舎と看護室

とが担っているものである。

そうなると、寄宿舎の役割は極めて大きくなっ

てくるといわざるを得ない。寄宿舎では、起床時

間や就寝時間が決まっているが、そのことよりも

寄宿舎の限られた生活の中で、家庭では好き勝手

にケームなどをして夜遅くまで起きていた生活が

できないだけでも、生活のリズムを取り戻すのに

は役立つはずである。家庭ですべきことを全て寄

宿舎でさせることによって否応なく本来のリズム

は整ってくるものである。ただ問題は、金曜日に

家庭に帰して月曜日の朝に登校させる形態をとっ

ている点である。この間に家庭で夜遅くまでゲー
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いる。肢病併置としっかり押さえることにより、

真に特別支援教育に合致した障害種を合わせた教

育体系が作られるものと思われる。またもし、そ

のようにできないのならば、病弱教育校として再

編整備し直すべきであるとも提案してきた。すな

わち、病院内分教室や訪問教育は全て病弱教育の

範曉とし、拠点校を都内に3カ所(できれば6カ

所） くらい作って、それらを統括するという整備

の仕方が有効であると考えられる。横浜市立浦舟

特別支援学校が始めたような形式を東京都も採用

して整備したら、筋の通った教育体系ができあが

るのではないか｡病弱教育単独の再編整備にしろ、

肢病併置の位置づけをするにしろ、筋の通った教

育体系を作り上げていくことが、ひいては病気の

子どもたちにとっても良い結果をもたらすものと

信じるので、東京都には再考を促したいところで

ある。東京都は平成19年ll月に、特別支援学校の

第2次再編整備計画を発表したが、その中には分

教室と訪問教育の再編整備に着手すると謡ってあ

育校(久留米養護学校)が担当することになってい

る。平成22年度を目途に開校する運びである。

Ⅳ東京都の病院内学級及び訪問教育の今後

への期待

東京都は、病院に入院している子どもや訪問教

育については、原則として肢体不自由校の管轄と

している。病弱教育の管轄としない理由は、冒頭

で述べたとおりだが、梅ヶ丘病院に入院している

子どもたちの管轄は知的障害校である。新しくで

きる病院内学級は武蔵台養護学校という知的障害

校の隣であるが、これを知的障害校の分教室とし

ないで久留米養護学校の分教室としたのには、分

教室と訪問学級の再編整備と病弱教育校の位置付

けがあるものと思われる。東京都の場合にはいろ

いろな事情があったにしろ、不規則な認可形態で

ある。特別支援教育となった今、 これを是正すべ

きよい機会であると思われる。現在、病院を併設

している学校を肢体不自由校の単独校としている

のを改めて、肢病併置校としてほしいと要望して る。期待したいところである。
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三重県立緑ケ丘特別支援学校における一校長の取り組み

冨田正宏（三重県立緑ケ丘特別支援学校長）

I はじめに

本校が開校して50年が経ち、三重県立緑ケ丘養

護学校となって30年が経った。平成19年度から特

別支援教育が始まり、校名を三重県立緑ヶ丘特別

支援学校と変更し、地域のセンター的役割を担う

学校となった。

この間、本校における主要疾患、児童生徒数、

在籍期間等が大きく変化してきた。最近は一時期

より児童・生徒数は減少したものの、心身症等が

従来の小児慢性特定疾患に並ぶ勢いで増加してい

る。また隣接の三重病院における入院期間は短く

なり、学期単位で転出入する傾向がみられる。一

定の条件を満たすことにより自宅通学を認める制

度も、 3年目を迎えた。

本校には小学部・中学部・高等部があり、三重

大学医学部附属病院に訪問教育部（院内教室）が

ある。ここ数年の傾向としては、年間に延べ200

名近くの転出入があり、児童生徒数は約35名～約

65名で変動している。突然病気になり家族や学校

の友達から離れて、入院治療しなければならなく

なった子どもたちが、病気と向き合い生きる力を

つけて、 もとの小・中・高校へ戻れるよう支援す

ることが、本校の果たすべき重要な役割であると

考えている。

私は教職員に対して「緑ケ丘は一つ」と言って

いる。教職員が一致協力して教育活動を推進する

ことで、子どもにとって「楽しくのびのび学べる

学校」となり、教職員にとって「温かく働きがい

のある職場」になると確信している。特別支援学

校となった今後は、保護者・地域・医療・保健・

福祉・労働等との連携を深めて、病弱教育を核に

様々なニーズに応えられる学校を目指し、地域の

学校と互いに協力し合うことによって、センター

的機能を果たしたいと考えている。

職を迎えようとしている。赴任当時に描いていた

構想は、不十分ながらほぼ実現しつつある。ここ

ではどのように構想を具体化していったのかを述

べたいと思う。

平成17年4月赴任当時、私は次のような3つの

学校改革の構想を持っていた。手法は三重県にお

ける学校経営品質、すなわち「学校経営の改革方

針」におけるP (改革方針の策定）→D(実践活

動）→C(達成度評価）→A(改善活動）を軸とし、

顧客本位の視点、すなわち常に児童・生徒（以下

｢子ども」という）のための改革であることを忘

れずに推進することを肝に銘じていた。平成17年

度を「検討期｣、平成18年度を「試行期｣、平成19

年度を「実施期」とする3カ年計画を策定したい

と考えていた。

まず第1に、医療関係者等との連携のあり方を

見直し、 「特殊教育から特別支援教育へ」の転換

点にふさわしい画期的な内容の取り組みを行うこ

と。当時、本校の隣接病院や院内教室を設置して

いる大学病院は法人化し、従来の経営の見直しや

変革を求められていた。

このような情勢変化は、病院と学校との連携の

あり方を見直し、対等の関係に立ったものとする

チャンスだと感じた。そして私は、本校が新しい

魅力ある三重病院や三重大学病院等と連携して、

地域の小・中学校等に対する特別支援教育のセン

ターとして、どんな役割を果たしていけるのかを

模索していきたいと考えていた。

第2に、教職員がこれまで実施してきた教育活

動を見直し、意識改革を通して仕組みを変え新た

な取り組みを行うこと。教職員の声を直接よく聴

き、組織の見直しを行って、一人ひとりが能力を

存分に発揮し、協力し合える仕組みと雰囲気を作

りたいと考えた。そして、学校行事・授業等を子

どもの視点から見直したいと考えた。現状に満足

せず、 自らを変革することを奨励し、私も自ら実

践したいと思った。そして、子ども･保護者から、

Ⅱ赴任当時の構想

私は約3年前に本校に赴任し、 まもなく定年退
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成17年度を「検討期｣、平成18年度を「試行・検

証期｣､平成19年度を「本格実施期」と位置づけた。

この計画は、文部科学省が「特殊教育」から「特

別支援教育」に転換しようとするスケジュールと

も対応していた。

平成17年度は、 「本校が本来果たすべき役割は

何か」ということを､次のような観点から検討し、

検討を終えたものから実施していった。

①だれを教育活動の対象とするべきか（多様な

ニーズに応えられる開かれた学校へ）

②②どのような内容を教えるべきか（多様な－

ズに対応できるカリキュラムへ）

③どのような教職員組織にするべきか（柔軟に

対応できる分掌組織へ）

④どのような連携をするべきか（医療機関だけ

でなく地域等との連携の在り方）

⑤どのような特別支援教育のセンター的機能を

果たすべきか（地域の学校に対する役割その

他）

⑥どのような研究・研修を行うべきか（校内外

研修その他）

次に平成17年度末、 「改革委員会」 （校長･教頭・

公選委員3の計5名で構成）を創設した。年度途中

での頻繁な転出入に柔軟かつ弾力的に対応できる

仕組みの構築、組織・運営方法の見直し、それを

実行できるような教職員組織の確立を主な目的と

した。平成18年度は、前年度の検証と特別支援教

育においてなすべきことの整理、平成19年度は、

3カ年計画実施後の成果と課題の整理、特別支援

学校としての方向性の確認を、新たに追加した。

この改革委員会は時に夜遅くまで熱心に討議

し、 さまざまなアイディアや改革案を出し、次年

度の「学校経営の改革方針」に盛り込み、学校改

革の原動力になってくれた。そして子どもや教職

員が生き生きと参加できる学習や行事等を生み出

してくれた。

平成18年度は上記①～⑥の観点についての検討

結果を、次の（ ）内の具体的な取り組み例のよ

うに試行し検証を行った。

①本校での教育を必要とする子どもに開かれた

学校を目指して、子ども･保護者･地域のニー

ズに応える取り組み（従来の病弱教育にとら

本校に入学・転入して本当に良かったと思っても

らえるような学校にしたいと考えた。

第3に、学校行事等を見直し、子どもにとって視

野を広げ夢や希望のもてる楽しい取り組みを行う

こと。他府県同様、本校も心身症等の子どもが増

加傾向にあった。心と体のバランスを保って、生

き生きと活動できるような取り組みを模索したい

と思った。たとえば、子どもの行動半径が規制さ

れていても、国際交流･異文化理解教育はできる。

日本にいる外国人を招いて子どもと交流すること

や、 IT教育環境を整備して世界の人々とメール

交換したり、オーストラリア等時差の少ない国々

と直接交信したりすることならできる。

以上が構想の概略である。

Ⅲ構想の実現過程

私は、校長としてどのような学校を目指そうと

しているのか、どのような構想をもっているのか

を、赴任早々から職員会議等の場で教職員に話し

た。その上で、三重県教育委員会へ提出する「学

校経営の改革方針」の作成に取りかかった。締切

は5月下旬だった。各学部・各分掌・各委員会で

協議を重ねた結果を提出してもらい、私が教頭・

事務長と相談した上で､素案を作成した。その際、

できる限り一人ひとりの教職員とコミュニケー

ションをとるようにした。素案を基にさらに各学

部・各分掌・各委員会で協議を重ねた。私と教職

員との間で素案のキャッチボールを繰り返し、次

第に肉付けしていった。出来上がった「学校経営

の改革方針」は、次のような構成になっている。

1． 目指す学校像（基本理念）

2．現状と課題

3． 中長期的な重点目標

4．本年度の行動計画

このうち、 1 ． 2 ． 3は私の骨組みだけの構想

を核に、全教職員の声に耳を傾けてしっかりと肉

付けしたものである。 4は各学部・各分掌・各委

員会で、 自らこの1年間の行動計画を立てたもの

を、私がまとめただけである。私は教職員を信頼

し任せるべき所は任せるのがいいと考えている。

平成17年度の「学校経営の改革方針」Ⅲ「中長期

的な重点目標」において3カ年計画を策定し、平
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われない教育活動）

②多様な子どものニーズに対応できる授業形態

の工夫（前籍校での履修・習得状況を配慮し

た時間割作成等）

③短期間で転出入する子どもに、柔軟かつ弾力

的に対応できる教職員の仕組みの構築と運用

（他学部応援態勢の確立、各学部にコーディ

ネーター配置、学部を超えた企画・立案や情

報交換の場として学部長会議の新設等）

④医療機関と教育との連携のあり方と教育活動

の内容の見直し（病棟における医療活動と教

育活動の整理等）

⑤教育相談の拡充と、地域とのネットワークづ

くり （講演会等の公開）

⑥教職員が自らの専門性を高める研究・研修の

取り組み（疾病学習会・学部研修会等）

④の病棟における医療活動と教育活動の整理等

も実に円満に実施できた。本校教職員が、病院と

学校は対等で互いに大切なパートナーであり、子

どもたちのために互いに連携していくことが重要

だという認識を持つようになったと思う。養護

教諭の努力のお陰で、平成19年度には病棟での

ショートカンファレンスに本校関係者も参加でき

るようになり、 さらに前進した。

これまで､三重病院の院長･副院長･小児科医師・

ソーシャルワーカー等による公開研修会は実施し

てきたが、訪問教育部の三重大学医学部附属病院

においても、豊富な人材を生かした取り組みを始

めた。平成19年度には、小児科病棟医長による全

教職員対象の研修会をはじめ、 日本に十数人しか

いないCLS(チャイルド･ライフ.スペシャリスト）

による研修会も実現した。子どもの視点に立った

CLSの取り組みは、子どもへの医療活動や教育活

動のあり方の見直しを迫るものであった。

平成19年度は上記の具体的な取り組み例を、本

格的に実施した。そして、保護者・地域と共に医

療・保健・福祉・教育・労働など関係機関と連携

し、ネットワークの構築を目指した。さらに前年

度末に、特別支援教育へ向けての本校の緊急かつ

重大な課題は、心身症や精神疾患等の子どもへの

支援体制の構築であるという認識の基に、国立特

別支援教育総合研究所や三重県教育委員会のご理

解やご協力を得ながら準備を進めた結果、次のよ

うな形で実を結ぶことができた。

(1)本校のように隣接する病院に常勤精神科医が

いないのは、全国ではごく一般的な病弱特別支援

学校である。従って、増加する精神疾患等の子ど

もへの支援体制をどのようにして確立していくか

が共通の課題である。以上のような認識から、平

成18年度・平成19年度国立特別支援教育総合研究

所の西牧謙吾上席総括研究員による「精神疾患を

持つ思春期の生徒への支援体制構築の試み」の研

究協力校に加えていただいた。さらに西牧先生に

は、本校で公開研修会の講師もお願いすることが

できた。

(2)本校の心身症や精神疾患の子どもの中には、

隣接病院以外の病院や医院に通院しながら本校へ

通学するケースが増加してきた。昨年度、三重県

教育委員会に上記のような本校の緊急かつ重大な

課題を説明し、その解決の方策の一つとして、現

在の小児科医の他に精神科医を学校医に加えるこ

とを要望していたところ、今年度予算で設置が認

められた。そこで、思春期青年期精神医挙が専門

の大学病院医師であり、かつ教育学部で障害児教

育を担当する教授に、就任を要請し幸い快諾を得

ることができた｡本校各学部コーディネーターと、

常時メールで相談する体制を確立する一方、各学

期1回ずつ程度､教職員全体研修会･授業参観･ケー

スカンファレンス･協議等を行ってきた。今後は、

隣接病院の臨床心理士と学校医（精神科医） との

連携が進展することを期待している。

その他、国際交流･異文化理解教育が進展した。

日本にいる外国人や来日した外国人と子どもたち

との交流は、平成17年度･18年度も実施できたが、

今年度はIT教育環境を整備して、本校の子ども

がオーストラリアの子どもと直接互いに画像を見

ながら交信する試みもスタートした。

なお、平成19年度三重県は特別支援教育に関わ

る支援事業を始めた。特別支援学校における新し

い事業は、次の3つである。

①「子どもの発達支援ネットワーク事業」

市町等教委からの要請に応じて、地域連携ア

ドバイザーを派遣し､就学前の体制整備を支援。

②「特別支援教育総合推進事業」
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私はこの緊急アンケート結果を三重県教育委員

会に持参し、次のように説明して本校や病弱教育

への理解を深めていただくことに活用した。 「次

年度、病気の子どもがどの学年に何人在籍するか

を予測するのは至難の業であり、年度当初に少

なくても各学期末に向けて増加する傾向がある。

従って、年度当初の教員配当の際、配慮が必要で

ある。また、年度途中で学級数の増減に応じて、

その都度講師で調整する現在の方法は、学校経営

に支障をきたす｡」

そして本校は、短期間で転出入する子どもに、

柔軟かつ弾力的に対応できる教職員の仕組みの構

築と運用を行ってきた。学級数が増加してもすぐ

に講師を要求せず、学校内で何とかやりくりして

きた。子どもにとって講師は先生であり、教職員

にとって同僚である。

年度途中に講師を配当されても、在籍数が減少

すれば引き上げられる｡つらい別れが待っている。

そんなことはできる限り避けたいという気持が、

本校の教職員にもある。このような本校の実態か

ら、年度末の人事異動の際には三重県教育委員会

に対して、私は異なる校種間の複数免許状を所有

する教諭を要望している。三重県教育委員会は本

校の取り組みを理解し支援していただけるように

なった。信頼関係が構築できたと感じている。

小中学校からの養成に応じて、特別支援学校

から、地域コーディネーター（教員）を派遣。

③「障がい児者就労・自立支援事業」

特別支援学校から、高等部生徒の職場実習先

にジョブコーチを派遣。

本校では「特別支援委員会」 （校長･教頭・コー

ディネーター4名・進路・重複・養護の計9名で

構成)、特に4名のコーディネーターが特別支援

教育の推進役となって、活発に活動してくれてい

る。

Ⅳ緊急アンケートの活用

私は平成18年10月、全国病弱養護学校長会（現

在の全国特別支援学校病弱教育校長会）会員85名

を対象に、緊急アンケートを実施した（回収率

74.1%)。 目的は「病弱教育の今後のあり方を考

える際、重要な要素の一つとなる教員配当につい

て、病弱教育の現状を把握し今後のあり方を考え

る参考資料とすること」であった。この結果、次

のようなことが明らかになった。

年度当初の児童・生徒数が年度途中における転

出入によってかなり変化する学校が約70％あり、

児童・生徒数は各学期初めが少なく、各学期末に

向けて増加する傾向があることが分かった。そし

て、このような学校のうち約75％が、次年度在籍

児童・生徒数予測や学級数予測が困難であると回

答している。この児童･生徒数在籍見込み調べは、

ほとんどの都道府県教育委員会は、次年度4月ま

たは5月現在について実施しており、それが次年

度の教員配当の基礎資料になっている。ここには

教員配当をめぐる課題があると私は考えている。

Vおわりに

ここに私のささやかな取り組みを披露させてい

ただいたが、多くの皆さんのご理解やご協力をい

ただいたことに対し、心からの謝辞を述べたいと

思う。
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原著

インフオームド・コンセントにおける支援の側面

一「病児」親と、成人患者から見たインフォームド・コンセントー

本
地

福
金
野

良之（岡山大学大学院医歯薬総合研究科博士課程）

一東（日本クリニック・サンデイエゴ）

有子（新潟県立看護大学）

I はじめに

インフォームド・コンセント （以下『ICl)は、

少なくとも日本医師会生命倫理懇談会「説明と同

意についての報告」 』）以降、今日の医療制度に

おいて必要不可欠の要素となっている。実際、医

療訴訟では、 インフォームド・コンセントを欠け

ば説明義務違反として、医療者側は法的責任を問

われる可能性がある。そのため、訴訟上の義務違

反を回避するために、書面による患者側の同意を

記録に残すことも一般化している。

しかし、 ICは、医師が患者に治療の説明をし、

患者の同意を取り、承諾書に署名を得るという単

純なプロセスだけを意味するものではない2， 3)。

ビーチャムとチルドレスが「患者のこの自律的

選択権は、 IC規則の基本的な機能であり、 また、

正当化の根拠である｡」 4）と述べているように患

者の自律的選択権の尊重、 さらに患者側と医療者

側との有効なコミユニケーシヨン過程2， 5， 6)が、

ICの中核をなしている。

しかし、患者が思春期にも満たない小児や意思

表明･コミュニケーションに問題のある障害児(以

下「病児｣）の場合、本人に自律的選択および有

効なコミュニケーションを期待することは困難で

ある。従がって、 「病児」に代わり親との間でIC

を構築することになる。 「病児」の親と医療者間

でのIC過程での成否は、直接に「病児」に利益

不利益として反映しているのが現実である。

提示することで、最終的に「病児」の最大利益に

資することを目的とする。

Ⅲ研究方法

患者側と医療者側との関係性に関して行ったイ

ンタビュー調査（患者､患者家族､医療訴訟原告、

弁護士、医師、国会議員）を基に作成した逐語録

を基礎資料とした。調査参加者は、調査上の偏り

および紹介者からの影響を少なくするため、特定

の医療機関や特定の団体からの選出を避け、 まっ

たく社会的背景や地位、居住地の異なる複数者の

紹介によった。調査参加者は、調査時点で全員成

人であった。調査参加者数33名。そのうち｢病児」

の親は9名。居住地は、 12都道府県および在留邦

人1名、外国人1名であった。

インタビューは､協力者の指定する場所で行い、

あらかじめ質問事項を設定せず調査参加者が自由

に語るという方法で行った｡分析枠は､シンボリッ

ク相互作用論を用いた7, 8)。

なお、調査の参加者には、調査目的、調査結果

の使用等を明示し、調査の中止を含め参加者の自

由意思に基づいて調査を実施した。各協力者から

は、書面での承諾書を得た。

患者側の逐語録から、医師に対し強い不信を抱

く者（不信群） と信頼を抱く者（信頼群）を選出

した。前者は医療訴訟の原告となった「病児」の

親である。後者は成人の元患者である。これら2

群の逐語録および関係資料（医師・弁護士・他の

親の逐語録、訴状、判決文、準備書面、鑑定書）

から、 ICに関する事項を抽出した。医師に対し

強い不信を抱く者（不信群） と信頼を抱く者（信

頼群）がどのように形成されていったに留意しな

Ⅱ目的

本稿においては､一方の当事者である患者側(本

人および親）の視点からICを検討し、患者側お

よび医療者側双方にとって有益なICの可能性を
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(2) 「任せる」の前提としての信頼

患者側が､｢任せる」という言葉を使用するとき、

対になって使用される言葉がある｡それは､｢信頼」

である。

子どもを亡くした医療訴訟の原告Xは、子ども

の入院に際し、 「『信頼してお任せします』という

ことで、息子を預けた」と語っている。また、同

じく子どもを亡くした医療訴訟の原告Yも「絶対

の信頼を置いてお任せした」と語っている。この

ように、患者側は、医師に対する信頼を基に、 「任

せる」という言葉を発している。

では、信頼は、何を対象として判断されている

のであろうか。患者Aは、担当の医師Bを信頼し

た理由として、 「いつでも何でも聞いて下さいね」

との医師Bの言葉と「しっかり私の目を見てしゃ

べってくれるということ」を挙げている。

交通事故で腰を損傷した患者Cは、入院した日

の夜、病室を訪れた医師から

お前､治りたいか？治りたいんだったら、

今から背中の下に、山を作って、腹を上げ

るようにする。だけど､無茶苦茶痛い。で、

それを一晩やれば、凄く違うんだけど、我

慢する？

と尋ねられた。患者Cは、

人間と人間の繋がりって言えばおかしい

けど、近い感じの繋がり。信頼する部活の

先生に良き、アドバイスを頂いたような関

係で言われた。だから、血の通ったような

言い方っていうんですかね。押し付けでも

なく、相手を一応、尊重しながら、相手を

何か信頼する、そういう言い方のように感

じました。もう感覚です。

と感じ、医師の勧める処置に同意した。患者Cは、

この短いかかわりの中で、医師を信頼し任せたと

語っている。

信頼は患者Cのいうように感覚的＝主観的に判

断されることが多い。主観的に判断されるがゆえ

に、患者側は、医師の言語だけではなく、言語を

表出する際の身体動静も含めて信頼できうるかを

判断している。それは、患者Aにおいては「私の

目を見てしゃべってくれる」に表れ、患者Cにお

いては、医師の語気からも信頼感を強化されたこ

がら、抽出した事項を検討した。

今回の調査では、たまたま不信群が「病児」の

親で、信頼群が成人の元患者という形になり、調

査対象の偏りの可能性があるが、本研究は、単純

に2群を比較する疫学的研究ではなく、｢不信｣｢信

頼」に焦点を当てた質的調査であること、今回の

ようなテーマでは「病児」そのものを質的調査の

対象にできないこと、更に、医療訴訟に関係する

関係者の聞き取り調査そのものが非常に困難であ

ることも指摘しておきたい。

Ⅳ結果と考察

1． 「任せる」と信頼

(1) 「任せる」の二段階の意味

患者の自律的選択といっても、医学知識の乏し

い患者が、 自分だけの判断だけで自律的に選択で

きるわけでもない。医師からの適切な情報提供と

理解への支援が、患者の自律的選択にとって不可

欠である。さらに、患者には一般的に「任せる」

という表現で、医師の診療に「同意」する傾向が

ある9, 10)。

48歳の時、完全房室ブロックと診断されペー

スメーカーをいれた患者Aも、治療を「(医師に）

任せざるをえない」と述べている。しかし、患者

Aは同時に「この病院で良いのか、今の担当のド

クターに任せて良いのかという不安も少しはあり

ました｣と不安も述べている｡｢任せざるをえない」

と言いながら、 「今の担当のドクターに任せて良

いのか」とも述べている患者Aの言動は、矛盾し

ているようにも思われる。

しかし、この患者Aの言動は、矛盾していない。

つまり、 「任せざるをえない」は疾病等を治療す

る専門職としての医師一般に向けられているので

あり、｢今の担当のドクターに任せて良いのか｣は、

実際に治療をしてくれる医師に向けられているの

である。このように、 「任せる」には、治療は専

門職としての医師（抽象的）に「任せる」という

第一段階の意味と、どの医師（具体的）に治療を

｢任せるか」という第二段階の意味がある。通常、

｢任せる」ということが医療の場で問題となるの

は、第二段階の意味に関してである（以下、第二

段階の意味で「任せる」を用いる)。
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とに表れている。つまり、患者は、説明（情報の

提示および相談を含む）におけるコミュニケー

ション過程で、医師の言葉と身体動静から信頼を

主観的に判断し、その信頼に基づいて「任せる」

と発している。 「任せる」は、客観性よりも主観

性をより強く帯びたものであるといえる。

信頼と「任せる」が主観に依拠する傾向が強い

のは、当然である。患者は、通常、医学知識が極

めて少なく、重篤な状態に至れば至るほど医師の

説明の科学的合理性を判断する能力に欠けてい

く。そうしたとき、患者側が行う判断は、医師が

いかに真筆に治療に当たろうとしているかという

医師の姿勢に向けられる。子どもを腫瘍で亡くし

た母親Dも「やっぱりその先生のその時の態度で

わかりますよね｡」と語っている。

このように、信頼は「任せる」という意思決定

の主観的根拠となっている。

(3) 「任せる」という意思決定と「任せる」の範

囲

フェイドンとビーチャムは、権利放棄に関し''）

つまり医師のICを得る責務を免除する

ことになる。患者は意思決定の権限を医師

に委任するか､知らせないでほしいと頼み、

これによって医師は開示義務から解放され

る。患者は情報による意思決定を、 もうし

ないというかたちで、ひとつの意思決定を

したことになるのかもしれない。

と述べ、 「患者の権利放棄は、多くの患者が実際

に医師に接するさいに、 よくとる態度かもしれな

い｡」と指摘している。前述のように「任せる」

という態度も、医療現場ではよく見られるが､「任

せる」は､ここで言う権利放棄と同義であろうか。

「任せる」と権利放棄は､同じ意味ではない。 「任

せる」は、多くの場合、 自己の身体生命の状態と

それに対する治療法と予期される結果の範囲を含

んだ情報の提示を受け、素人領域的な理解と判断

に基づき、この医師に治療を依頼しようと決定し、

その決定を「任せる」という言葉で医師に表明し

ているのである。したがって、 「任せる」という

患者の言葉は、具体的な治療を貴方（医師）に依

頼しますというのが、通常の意味であり、患者の

｢任せる」は「同意」であり、 ICに基づいた行為

＝授権と理解できる。

法的には、患者（ないし患者を代理する権限を

持つ者）が言う 「任せる」は、通常、医療契約の

事実上の締結であると考えられる。その結果、患

者側と医療者側に相互に債権債務が生じるのであ

る。患者の言う「任せる」という意思表示は、医

療契約の委任的性格を明確に表している。

このように理解するならば、患者側が言う「任

せる」という言葉（意思表示）は、患者と医療者

に、法的な関係を含めた新たな関係性を生じさせ

る自律的選択と理解できる。そして､｢任せる｣は、

法的にも患者側の認識からも、医師の説明によっ

て提示された治療内容と方法、及び予期される結

果の範囲に存在している。

このように、 「任せる」は権利放棄の意味では

なく、説明に基づく一定の範囲内での委任を意味

している。

しかし、患者の病状は、当然、一定不変ではな

い。良い方向に向かうならば､問題は生じないが、

当初の説明時に予期した範囲を超過し、病状が悪

い方向に変化した時は、問題が生じる。この病状

の変化に伴い、当初の説明時に予定していた治療

内容と方法から超過する場合は、少なくとも追加

的な説明と超過部分に対する新たな意思表示とし

ての「任せる」を得なくてはならない。したがっ

て、医師のICを得る責務は免除されていないの

で、 「任せる」は権利放棄ではないことになる。

そして、 この病状の変化とそれに伴う治療が、

重大な結果をもたらした場合、特に、重大な結果

の発生を当初の説明で示していない場合、患者側

は納得いく因果関係の説明を求める。この治療終

了後の説明が、大きな意味を持つ。したがって、

ICは一度なされると以後不要になるものでも、

最初の同意が永劫不変となる硬直したものでもな

いo

ICは、治療の開始から終了後まで､必要に応じ、

繰り返される一連の過程と捉える必要がある。

2．予期しない結果の発生と事後的インフオーム

ド・コンセント

(1) 「任せる」の範囲の超過と医療訴訟の萌芽

原告Xの子どもは、悪性リンパ腫寛解後の維持
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かつたのではないか」という頭がずっとあ

りましたので、そのことばかり先生に問い

詰めていたんです。

と語っているように、疑問を持った。危倶（感染

症）が現実となり、子どもの死という重大な結果

を生じたとき、なぜ大部屋に入れたのかという疑

問は、医師の不適切な処置が原因で子どもが死ん

だのではないかという不信へと転化したことは十

分予想できる。少なくとも、こうした状況下では、

医師は大部屋での入院と「問質性肺炎」との因果

関係を説明する（納得させる）必要があった。し

かし、医師は原告Xを納得させる説明をすること

ができなかった。原告Xは､なぜ子どもが亡くなっ

たのか、その理由を知るために訴訟を提起した。

原告Yは、手術に際しての麻酔事故による、呼

吸不全、肺うっ血により子どもを亡くした（死亡

診断書)｡原告Yの子どもの死に至る経過は、訴

状によると

療法のために入院中、呼吸不全により亡くなった

(死亡診断書)。訴状には

平成11年10月9日ころ、○○の両耳下部

に腫脹が出現し、被告病院X耳鼻科にて診

察を受け、同月29日リンパ節摘出術を受け

て検査した結果、悪性リンパ腫と診断され

た。

その後同年ll月ll日より同病院にて入院

して化学療法を受けた結果、悪性リンパ腫

は寛解したと言われ、平成12年6月6日に

一旦退院したが、同年7月19日から維持療

法（化学療法） として同年8月5日まで同

病院に入院した。

その後同年9月11日から再び維持療法

（化学療法） として1， 2週間程度の予定

で同病院に入院したが、同月18日から発熱

（37度以上）があり、右化学療法の合併症

として間質性肺炎に罹り、同年10月20日午

後3時10分、同病院にて死亡した。

と記されている。

原告Xは、

9月の23日に運動会があったので、先生

（主治医）に「それに間に合いますか」と

聞くと「それには、間に合います」という

ことでした。

と語っているように、入院前の説明から、 この

ような重大な結果が発生するとは予期していな

かった。

前回の入院では、個室に入って、その翌日から

抗ガン剤を受けていたにもかかわらず、問題の入

院では小児病棟の大部屋に入れられていた。この

ことに原告Xは危倶感を持っていたが、それが現

実となった。

1週間ほどの入院で、 「強い治療はしな

い」と聞いてたんです。でも、すごい骨髄

抑制が、 きたんですよね、抗ガン剤で。そ

れも白血球は、 2週間近く全然ゼロのまま

で上がってこなくて、その間にありとあら

ゆる感染症になったんです

そして、原告Xは

「最初から、個室にちゃんと隔離して治

療してくれていたら、感染症になっていな

原告Yの子どもは、平成12年9月から、

訴外病院において、急性リンパ球性白血

病の治療を受けて、同13年4月には、骨

髄移植手術を受けた。その後、移植後の

GVHD(移植片対宿主病)に悩まされること

になった。平成14年4月頃から、慢性心膜

炎を発症した。その後1年が経過したが、

症状の改善が見られなかったため、訴外病

院主治医から被告病院Yの紹介を受けた。

同15年4月2日、被告病院Yのこども外

来を受診し、小児心臓血管外科の医師Eか

ら、心外膜開窓術を勧められた。

同月9日、原告Yは、執刀医の一人であ

る医師Fから、検査の結果、手術は翌10日

に行われることを告げられ、その手術の内

容について改めて次のような説明を受け

た。

肺などはGVHDによって傷んでいるが、

手術に耐えられないものではない。手術は

技術的には難しい手術ではない。むしろ感

染症が心配であり、その面ではリスクがあ

るというものであった。

麻酔については「麻酔については挿管も

アレルギーも問題ないでしょう」と説明し、
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それ以外の説明はなかった。なお、麻酔医

からの説明の機会はなかった。

同月10日午前9時30分過ぎに医師Fか

ら､麻酔の時の気道確保がうまくいかない、

気管を切開して気道確保することを了解し

てほしいと言う説明を受けた。

医師らは、原告Yの子どもの気管を切開

したが、気道確保ができず、その後原告Y

の子どもはICUに移され、心臓マッサージ

や換気を受けたが､午前ll時40分死亡した。

となっている。

原告Yの場合も原告X同様、重大な結果を予期

していたとは考えられない。手術の危険度を「ゼ

ロに近い」と説明を受け「肺などはGVHDによっ

て傷んでいるが、手術に耐えられないものではな

い」と説明を受けていた。さらに、 「麻酔につい

ては挿管もアレルギーも問題ないでしょう」と説

明されていたので、麻酔時の挿管、気道確保の不

都合により重大な結果が生じたことは、説明から

予期される結果の範囲を超過していた。

原告Yの場合は、医療者の直後の説明が事態を

さらに悪化させた。子どもが亡くなった直後、麻

酔科の教授が病理解剖を願い出た。原告Yが断る

と、小児外科の二人の医師が原告Yに話しかけて

きた。そのときのことを原告Yは、

「まあまあ、その話は、私たちの方から」

と出てきたのが外科のE先生でした。麻酔

科医を退室させて、E先生とF先生の二人

が残りました。麻酔科医がドアをパタンと

閉めるまでを見てから､寄って来て､｢いや、

もう納得いかないです」と言われました、

E先生がね。そこで、 この先生たちも、そ

う思ってるのだとその時は思いました。向

こうがすぐに言われたのが、 「ミスを追及

するには､証拠が必要です｣と。それで､｢そ

の証拠を取るために、解剖には出した方が

良いと思います」て言われたんです。

と語っている。

さらに、病理解剖後の霊安室で、原告Yが麻酔

科教授に「最後に麻酔科教授に。◎の死は挿管ミ

スによる窒息死ですね」と尋ねると、教授は「そ

うです」と答えたと原告Yは、述べている。

さらに、原告Yの自宅を訪れた麻酔科の女性医

師も「自分の子がこんな目に遭ったら殺されたと

思います」と話したと原告Yは語っている。しか

し、後日、原告Y宅を訪れた麻酔科の男性医師は、

教授の発言を「あやふやなことを申しておりまし

た」と訂正を試みたが、原告Yに「時間がたって

いるから、一寸相談したのと言いたくなるような

今のお話です」と言われている。

重大な結果が発生した直後に､複数の医療者が、

医療ミス、少なくとも患者側に医療ミスを認めた

と思われる説明をすれば、原告Yと同じような状

況に立った人間は、ほぼ間違いなく、麻酔科の医

療過失によって重大な結果がもたらされたと確信

してしまうと考えられる。結局、なぜ挿管できな

かったのかという原告Yの問いに、医療者側は答

えることなく、訴訟となった。

(2)事後的インフオームド・コンセントー同意

としての「納得」－

原告Xも原告Yも、入院前の医師の説明で、生

命自体に対する危険性を知らされていなかった。

むしろ、原告Xの場合は2週間後の運動会には間

に合うだろう、原告Yの場合には危険性はゼロに

近いと説明されていた。 「任せる」の範囲は、医

師による説明によって提示された治療内容と方

法、及び予期される結果の範囲であると前述した

が、原告Xと原告Yの場合は、医師による説明に

よって提示された予期される結果の範囲を超過し

ていた。

しかし、医療は、確定した行為ではなく、不確

定な要素が多い。したがって、医療者自身予期し

ていなかった結果が生じる可能性も存在してい

る。こうした場合、結果に対しても説明が行われ

るが、ここでは説明だけではなく、超過部分に対

応した事後的同意を得る必要がある。すなわち、

治療終了後のIC=事後的インフォームド・コンセ

ント （以下「事後的IC｣)である。医師による説

明によって提示された予期される結果の範囲の超

過がなぜ発生したのかという因果関係の説明と、

それに対する患者側の同意である。事前のICで

は、説明と同意としての「任せる」であったが、

事後的ICにおいては､説明と同意としての「納得」

が重要となってくる。
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